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は
じ
め
に

　
『
南
方
錄
』
は
、
千
利
休
（
一
五
二
二
～
一
五
九
一
）
が
語
っ
た
茶
の

湯
の
敎
え
を
聞
き
書
き
し
た
と
い
う
設
定
の
書
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
、

『
南
方
錄
』
は
禪
の
思
想
を
取
り
入
れ
、「
茶
の
湯
」
が
禪
の
修
行
と
表

裏
一
體
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
「
茶
禪
一
味（

１
）」

の
思
想
を
主
張
し
た

茶
書
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た（

２
）。

近
年
熊
倉
功
夫
は
、
先
行
硏
究（

３
）を

總
合

し
て
『
南
方
錄
』
は
利
休
の
口
傳
で
は
な
く
、
江
戶
中
期
の
武
士
で
思

想
家
で
も
あ
る
立
花
實
山（

４
）（

一
六
五
五
～
一
七
○
八
）
の
著
作
で
あ
る
と

斷
定
し
た（

５
）。

ま
た
熊
倉
は
、『
南
方
錄
』
が
利
休
沒
後
百
年
を
⺇
に
、

實
山
が
利
休
と
は
何
者
か
、
茶
の
湯
と
は
何
か
を
樣
々
な
史
料
を
も
と

に
思
索
し
た
創
作
で
あ
り
、
茶
の
湯
が
生
ん
だ
文
學
で
あ
り
、
思
想
の

書
で
あ
る
と
評
價
し
た（

６
）。

　

し
か
し
、
從
來
の
硏
究
か
ら
今
日
ま
で
、『
南
方
錄
』
全
七
卷
、
す

な
わ
ち
「
覺
書
」「
會
」「
棚
」「
書
院
」「
臺
子
」「
墨
引
」「
滅
後
」
の

出
典
に
關
す
る
硏
究
は
、ほ
と
ん
ど
進
ん
で
い
な
い
。
强
い
て
言
え
ば
、

「
覺
書
」
の
一
部
が
『
堺
數
寄
者
物
語
』
と
『
堺
鑑
』
を
基
に
し
て
作

成
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、「
會
」
に
記
さ
れ
る
茶
會
記
が
、『
利
休

百
會
記
』
と
『
今
井
宗
久
茶
湯
日
記
拔
書
』、『
利
休
茶
湯
書
』
卷
六
「
百

數
寄
衟
具
客
幷
會
席
」
か
ら
改
作
、
編
集
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か

に
な
っ
て
い
る
の
み
で
あ
る（

７
）。

　

と
り
わ
け
重
要
な
の
は
、『
南
方
錄
』
に
お
け
る
茶
の
湯
に
は
「
茶

禪
一
味
」
の
思
想
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
つ
つ
も
、
そ
の
禪
が
ど
の
よ
う

な
禪
思
想
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
の
か
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
こ
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と
で
あ
る
。
小
稿
で
は
こ
の
問
題
を
解
明
す
る
に
あ
た
り
、『
南
方
錄
』

の
中
心
的
な
槪
念
の
一
つ
で
あ
る
「
草
庵
」
を
取
り
上
げ
て
、
そ
の
大

部
分
が
曹
洞
宗
衟
元
（
一
二
○
○
～
一
二
五
三
）
の
「
草
庵
」
の
思
想
に

由
來
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　

と
い
う
の
は
、『
南
方
錄
』
は
一
貫
し
て
、
豪
華
な
唐
物
に
よ
る
「
書

院
臺
子
の
茶
」
と
、
質
朴
な
和
物
に
よ
る
「
草
庵
小
座
敷
の
茶
」
と
を

對
照（

８
）し

つ
つ
、「
草
庵
小
座
敷
の
茶
」
を
重
視
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

熊
倉
に
よ
れ
ば
、「
草
庵
小
座
敷
の
茶
」
と
は
、
眞
・
行
・
草
と
い
う

三
段
階
の
理
念
の
う
ち
、「
草
」
を
具
現
し
た
茶
の
あ
り
方
で
あ
る
と

い
う
。
こ
の
「
草
」
は
、
こ
こ
で
は
正
式
か
つ
格
の
あ
る
型
「
眞
」
が

「
行
」
を
經
て
、
最
も
く
ず
し
、
や
つ
し
た
姿
を
表
わ
し
て
い
る
。
ま

た
、「
小
座
敷
」
と
は
、
茶
室
に
代
わ
る
古
い
言
葉
で
、
四
疊
半
以
下

の
茶
室
の
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
る（

９
）。

す
な
わ
ち
、『
南
方
錄
』
に
お
け

る
「
草
庵
」
と
は
、「
書
院
」を
や
つ
し
た
四
疊
半
以
下
の
茶
室
を
指
す
。

　

ま
た
、
實
山
と
曹
洞
宗
中
興
の
祖
と
さ
れ
る
卍
山
衟
白）

（1
（

（
一
六
三
六

～
一
七
一
五
）
と
の
師
弟
關
係）

（（
（

か
ら
、『
南
方
錄
』
が
衟
元
の
禪
思
想
、

と
く
に
『
正
法
眼
藏
』
の
「
草
庵
」
の
思
想
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
が

豫
想
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、『
南
方
錄
』
の
「
書
院
臺
子
」

と
「
草
庵
」
の
對
照
關
係
は
、『
正
法
眼
藏
』「
行
持
」
に
見
ら
れ
る
「
豐

屋
」と「
草
庵
」の
對
照
關
係
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
る
と
想
定
さ
れ
る
。

　

そ
こ
で
ま
ず
、
卍
山
か
ら
實
山
に
、『
正
法
眼
藏
』
の
傳
承
が
あ
っ

た
こ
と
を
『
鷹
峯
卍
山
和
尙
廣
錄
』
か
ら
指
摘
し
、確
認
す
る
。
次
に
、

『
南
方
錄
』に
お
け
る「
草
庵
」の
特
徵
と
變
遷
の
記
述
を
、「
覺
書
」「
棚
」

「
墨
引
」「
滅
後
」
の
卷
か
ら
槪
觀
す
る
。
さ
ら
に
、實
山
の
『
南
方
錄
』

以
外
の
茶
に
關
す
る
著
作
で
あ
る
『
喫
茶
又
錄
』
と
『
壺
中
爐
談
』
の

記
述
內
容
か
ら
、「
草
庵
」
の
特
徵
と
そ
の
典
據
を
確
認
し
、
卍
山
の

語
錄
、
漢
籍
に
渡
り
調
査
し
明
確
に
す
る
。
そ
し
て
、
衟
元
に
お
け
る

「
草
庵
」
の
思
想
の
特
徵
を
、『
永
平
淸
規
』『
正
法
眼
藏
』『
永
平
廣
錄
』

の
記
述
か
ら
探
り
た
い
。
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
、『
南
方
錄
』に
お
け
る「
草

庵
」
の
思
想
に
つ
い
て
檢
證
す
る
こ
と
を
小
稿
の
目
的
と
す
る
。

一　

實
山
と
卍
山
と
衟
元　

　
　

―
卍
山
か
ら
實
山
へ
の
「
大
衣
」
の
相
承
と
『
正
法
眼
藏
』
―

　
『
南
方
錄
』
に
お
け
る
禪
思
想
お
よ
び
「
草
庵
」
の
思
想
を
明
ら
か

に
す
る
に
あ
た
り
、
ま
ず
、
實
山
と
卍
山
、
ま
た
そ
の
二
人
と
衟
元
の

關
係
に
着
目
す
る
。
東
隆
眞
は
「
卍
山
和
尙
と
茶
人
・
立
花
實
山
居
士

―
愽
多
・
東
林
寺
の
開
山
と
開
基
―）

（1
（

」
で
、
卍
山
と
實
山
の
師
弟
關
係

を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
背
後
に
は
衟
元
が
存
在
し
て
い
た
と
考
え
る
根

據
を
二
點
指
摘
し
て
い
る
。
一
點
目
は
、
卍
山
の
語
錄
『
鷹
峯
卍
山
和

尙
廣
錄
』「
實
山
居
士
製
大
衣
記
」
に
、
卍
山
が
實
山
に
袈
裟
の
意
義
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や
そ
の
尊
さ
、
ま
た
、
衟
元
が
佛
祖
正
傳
の
袈
裟
を
護
持
し
て
い
た
こ

と
を
敎
え
た
と
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
二
點
目
は
、
實
山
が

幽
閉
さ
れ
て
か
ら
死
ま
で
の
五
箇
月
閒
に
著
し
た
日
記
『

字
艸
』（
一

七
○
八
）
の
中
に
、
衟
元
に
尊
崇
の
念
と
理
解
を
示
し
て
い
た
と
記
さ

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る）

（1
（

。

　

こ
の
東
が
指
摘
す
る
二
點
の
う
ち
『
鷹
峯
卍
山
和
尙
廣
錄
』「
實
山

居
士
製
大
衣
記
」
に
、『
正
法
眼
藏
』
の
引
用
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、

こ
れ
に
つ
い
て
、
東
は
觸
れ
て
い
な
い
。
こ
こ
で
は
、
主
に
こ
の
點
に

着
目
し
て
、
以
下
に
『
鷹
峯
卍
山
和
尙
廣
錄
』
を
提
示
し
、
實
山
と
卍

山
と
衟
元
の
三
者
の
關
係
を
確
認
し
て
い
き
た
い
。

　

な
お
、『
正
法
眼
藏
』
と
は
、衟
元
の
代
表
的
著
作
で
、寬
喜
三
年
（
一

二
三
一
）
八
月
撰
述
の
「
辨
衟
話
」
か
ら
建
長
五
年
（
一
二
五
三
）
撰
述

の
「
八
大
人
覺
」
ま
で
二
十
三
年
閒
の
衟
元
の
說
示
を
集
め
た
和
文
の

著
述
で
、
現
存
九
十
五
卷
か
ら
な
る）

（1
（

。
卍
山
は
、
そ
の
『
正
法
眼
藏
』

の
再
編
・
開
版
を
行
っ
て
い
る）

（1
（

。

　

左
に
引
く
同
書
卷
二
十
六
「
實
山
居
士
製
大
衣
記）

（1
（

」
に
は
、
傍
線
部

イ
か
ら
ホ
の
部
分
に
、『
正
法
眼
藏
』
の
引
用
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
ぞ

れ
の
傍
線
部
に
『
正
法
眼
藏
』
の
原
文
を
對
應
さ
せ
て
提
示
し
、
そ
の

違
い
を
比
較
し
た
い
。

Ａ
『
鷹
峯
卍
山
和
尙
廣
錄
』
卷
二
十
六
「
實
山
居
士
製
二
大
衣
一
記
」

昔
者
金
色
頭
陀
持
二
迦
文
大
圣
丈
六
身
上
僧
伽
黎
衣
一、
入
二
定
于
雞

足
山
中
一、
待
下
當
來
彌
勒
慈
尊
從
二
都
率
天
一
下
生
上、
欲
レ
令
レ
著
二

其
千
尺
身
上
一。
彼
衣
在
二
丈
六
身
上
一、
不
レ
長
不
レ
廣
、
在
二
千
尺

身
上
一、
不
レ
短
不
レ
狹
。
前
身
後
身
、
恰
好
相
應
。
是
佛
衣
之
無
相

不
可
思
議
也
。
イ
夫
佛
衣
多
レ
品
、ロ
而
其
財
體
以
二
糞
掃
一
爲
レ
上
。

所
謂
糞
掃
有
二
十
種
一、
有
二
四
種
一。
共
是
拾
二
取
衆
人
所
レ
棄
糞
掃

故
壞
之
布
帛
等
一、
浣
染
修
治
、
聚
綴
作
レ
衣
、
而
不
レ
生
二
布
帛
等

見
一。
謂
二
之
無
相
福
田
衣
一。
ハ
曹
谿
古
佛
所
謂
諸
佛
袈
裟
、
不
二

是
布
一、
不
二
是
絹
一
者
是
也
。
二
是
眞
和
合
衣
也
、
忍
辱
衣
也
、
勝

旛
衣
也
、
除
熱
惱
服
也
、
解
脫
服
也
、
吉
祥
服
也
。
ホ
永
平
高
祖

所
謂
決
定
菩
提
之
護
身
符
者
是
也
。

（
中
略
）

ヘ
爾
時
、
大
士
說
二
四
句
偈
一
言
、
福
田
和
泥
地
合
二
都
率
一
云
云
。

實
山
問
二
卍
山
一、
偈
意
如
何
。
卍
山
所
說
粗
如
二
右
所
一レ
記
。
ト
平

山
聞
訖
深
感
、吿
二
實
山
一
云
、儞
當
請
二
取
國
君
父
子
所
レ
著
襯
衣.、

製
二
福
田
衣
一、
先
令
二
卍
師
受
用
一、
後
儞
、
頂
二
受
其
衣
一、
囘
二
其

功
德
一、
以
酬
二
國
恩
一。 

既
而
夢
覺
、
四
句
偈
中
記
二
前
兩
句
一、
忘

二
後
兩
句
一。
終
託
二
事
於
他
緣
一、
チ
而
請
二
取
國
君
父
子
葛
衣
各
一

領
一、
幷
添
二
平
山
生
前
所
レ
著
葛
衣
片
少
許
一、
浣
染
縫
治
。
リ
爲
二
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僧
伽
黎
衣
一、
拳
拳
奉
持
、
將
レ
不
レ
違
二
夢
中
亡
父
所
レ
命
之
微
志
一

也
。（
以
下
省
略
）

　

ま
ず
、
イ
の
「
夫
佛
衣
多
レ
品
」
は
、「
夫
れ
佛
衣
に
品
多
し
」
と
訓

讀
し
た
い）

（1
（

。
な
ぜ
な
ら
、
以
下
の
內
容
か
ら
、
佛
衣
の
材
料
に
は
樣
々

な
順
位
が
あ
る
が
、
糞
掃
が
そ
の
最
上
す
な
わ
ち
上
品
で
あ
る
と
解
釋

で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
次
い
で
、
ロ
・
ハ
・
ニ
・
ホ
の
文
は
、『
正
法
眼
藏
』

の
中
で
も
「
傳
衣
」
と
「
袈
裟
功
德
」
を
典
據
と
す
る
取
意
引
用
で
あ

り
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
「
大
衣
」
の
意
義
が
說
明
さ
れ
て
い
る
。

　

傍
線
部
ロ　
典
據

『
正
法
眼
藏
』「
傳
衣
」

諸
佛
の
大
法
と
し
て
、
糞
掃
を
上
品
淸
淨
の
衣
財
と
せ
る
な
り
。

そ
の
な
か
に
、
し
は
ら
く
十
種
の
糞
掃
を
つ
ら
ぬ
る
に
、
絹
類
あ

り
、
布
類
あ
り
、
餘
帛
の
類
も
あ
り
。

同
書
「
袈
裟
功
德
」

糞
掃
に
十
種
あ
り
、
四
種
あ
り
。
い
は
ゆ
る
火
燒･

牛
嚼･
鼠
嚙･

死
人
衣
等
、
五
印
度
人
、
如
レ
此
等
衣
、
棄
二
之
巷
野
一、
事
同
二
糞
掃
一、

名
二
糞
掃
衣
一。
行
者
取
レ
之
、
浣
洗
縫
治
、
用
以
供
レ
身
、
そ
の
な

か
に
絹
類
あ
り
、
布
類
あ
り
、
絹
布
の
見
を
な
け
す
て
て
、
糞
掃

を
參
學
す
へ
き
な
り
。

右
の
『
正
法
眼
藏
』「
傳
衣
」
で
は
、
袈
裟
は
諸
佛
の
大
法
す
な
わ
ち

佛
法
と
し
て
、
世
閒
の
不
用
品
と
し
て
棄
て
ら
れ
た
衣
服
や
そ
の
破
片

で
あ
る
糞
掃
を
上
品
淸
淨
の
袈
裟
の
材
料
に
す
る
場
合
、
假
に
十
種
類

の
糞
掃
衣
を
竝
べ
る
と
、
絹
類
・
布
類
・
そ
の
外
の
布
類
が
あ
る
と
い

う
。
さ
ら
に
「
袈
裟
功
德
」
で
は
、
糞
掃
衣
の
布
帛
を
拾
っ
て
、
こ
れ

ら
を
洗
い
染
め
て
縫
い
合
わ
せ
、
集
め
つ
ぎ
合
わ
せ
て
衣
を
作
る
こ
と

を
參
學
す
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。

　

傍
線
部
ハ　
典
據

『
正
法
眼
藏
』「
傳
衣
」

曹
谿
高
祖
の
衟
か
く
の
こ
と
し
。し
る
へ
し
佛
衣
は
絹
に
あ
ら
す
、

布
に
あ
ら
す
。

こ
の
曹
谿
と
は
六
祖
慧
能
の
こ
と
で
あ
り
、
曹
谿
が
言
う
諸
佛
の
袈
裟

は
布
で
も
な
く
、
絹
で
も
な
い
と
す
る
。
卍
山
の
文
言
と
「
傳
衣
」
の

一
文
は
言
葉
の
配
列
に
違
い
が
見
ら
れ
る
が
、
同
じ
內
容
で
あ
る
。
卍

山
は
、『
正
法
眼
藏
』
の
敎
え
で
あ
る
袈
裟
の
生
地
の
種
類
す
な
わ
ち

布
か
絹
か
に
捕
ら
わ
れ
る
こ
と
は
、
佛
法
を
そ
し
る
こ
と
だ
と
い
う
主

張
を
、
强
調
し
て
引
用
し
て
い
る
。

　

傍
線
部
ニ　
典
據

『
正
法
眼
藏
』「
傳
衣
」

袈
裟
は
こ
れ
佛
身
な
り
、
佛
心
な
り
、
ま
た
解
脫
服
と
稱
し
、
福

田
衣
と
稱
し
、
忍
辱
衣
と
稱
し
、
無
相
衣
と
稱
し
、
慈
悲
衣
と
稱



東
洋
の
思
想
と
宗
敎　

第
三
十
七
號

（ 44 ）

し
、
如
來
衣
と
稱
し
、
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
衣
と
稱
す
る
な
り
。

同
書
「
袈
裟
功
德
」

袈
裟
は
こ
れ
諸
佛
の
恭
敬
歸
依
し
ま
し
ま
す
と
こ
ろ
な
り
。
佛
身

な
り
、
佛
心
な
り
。
解
脫
服
と
稱
し
、
福
田
衣
と
稱
し
、
無
相
衣

と
稱
し
、
無
上
衣
と
稱
し
、
忍
辱
衣
と
稱
し
、
如
來
衣
と
稱
し
、

大
慈
大
悲
衣
と
稱
し
、
勝
幢
衣
と
稱
し
、
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提

衣
と
稱
す
。

卍
山
は
右
の『
正
法
眼
藏
』「
傳
衣
」「
袈
裟
功
德
」を
中
心
に
、「
解
脫
服
」

や
「
福
田
衣
」
な
ど
と
い
う
袈
裟
の
各
種
の
異
名
を
參
照
引
用
し
て
い

る
と
推
測
さ
れ
る
。
な
お
、
卍
山
の
文
に
見
ら
れ
る
「
和
合
衣
」
と
い

う
袈
裟
の
異
名
は
『
正
法
眼
藏
』
に
は
見
ら
れ
な
い
。

　

傍
線
部
ホ　
典
據

『
正
法
眼
藏
』「
傳
衣
」

ひ
と
た
ひ
こ
の
佛
衣
正
傳
の
衟
理
、こ
の
身
心
に
信
受
せ
ら
れ
ん
。

す
な
は
ち
値
佛
の
兆
な
り
。
學
佛
の
衟
な
り
。
不
堪
受
是
法
な
ら

ん
は
、
悲
生
な
る
へ
し
。
こ
の
袈
裟
を
ひ
と
た
ひ
身
體
に
お
ほ
は

ん
。
決
定
成
菩
提
の
護
身
符
子
な
り
と
深
肯
す
へ
し
。

同
書
「
袈
裟
功
德
」

ひ
と
た
ひ
袈
裟
を
身
體
に
お
ほ
ひ
、
刹
那
須
臾
も
受
持
せ
ん
、
す

な
は
ち
こ
れ
決
定
成
無
上
菩
提
の
護
身
符
子
な
ら
ん
。

　

卍
山
は
こ
こ
で
、
永
平
高
祖
す
な
わ
ち
衟
元
の
決
定
菩
提
の
護
身
符

に
つ
い
て
、
そ
れ
が
佛
祖
正
傳
の
袈
裟
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

以
上
、
ロ
・
ハ
・
ニ
・
ホ
の
大
衣
の
相
傳
に
お
け
る
文
言
に
は
、『
正

法
眼
藏
』「
傳
衣
」
と
「
袈
裟
功
德
」
の
文
を
ほ
ぼ
正
確
に
、
あ
る
い

は
そ
れ
を
背
景
に
し
て
說
い
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　

こ
の
大
衣
の
相
傳
の
話
に
對
し
て
、
ヘ
で
は
、
實
山
は
夢
の
中
で
觀

音
菩
薩）

（1
（

が
說
い
た
四
句
の
偈
に
つ
い
て
卍
山
に
尋
ね
、
卍
山
は
「
右
に

記
す
と
こ
ろ
の
ご
と
し
」と
答
え
る
。
こ
の「
右
に
記
す
と
こ
ろ
」と
は
、

ロ
・
ハ
・
ニ
・
ホ
の
佛
衣
に
關
す
る
敎
え
、
す
な
わ
ち
、『
正
法
眼
藏
』

「
傳
衣
」
と
「
袈
裟
功
德
」
を
指
す
。
實
山
は
、そ
の
敎
え
か
ら
ト
・
チ
・

リ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
大
衣
を
縫
っ
て
卍
山
に
進
上
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
ヘ
に
見
え
る
四
句
の
偈
と
は
、『
正
法
眼
藏
』「
袈
裟
功
德
」

に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
「
大
哉
解
脫
服
、無
相
福
田
衣
、披
二
奉
如
來
敎
一、

廣
度
二
諸
衆
生
一
」
と
い
う
偈
の
こ
と
で
あ
る）

（1
（

。
こ
の
四
句
の
偈
は
、
袈

裟
す
な
わ
ち
大
衣
は
師
と
弟
子
の
佛
法
正
傳
の
印
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ

っ
て
常
に
師
と
佛
塔
を
想
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
說
く
。 

　

こ
の
よ
う
に
、「
實
山
居
士
製
大
衣
記
」
で
、
ま
ず
師
の
卍
山
か
ら

弟
子
の
實
山
へ
の
佛
法
正
傳
が
、
袈
裟
の
相
傳
を
通
し
て
行
わ
れ
た
こ

と
が
確
認
で
き
る
。
こ
れ
は
卍
山
が
實
山
に
對
し
て
「
大
衣
」
の
傳
承

を
行
う
ば
か
り
で
な
く
、『
正
法
眼
藏
』
の
敎
え
を
示
し
て
い
る
と
も
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い
え
よ
う
。
以
上
か
ら
、
卍
山
は
衟
元
の
禪
お
よ
び
『
正
法
眼
藏
』
を

實
山
に
傳
承
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、『
南

方
錄
』
の
作
者
實
山
が
、
卍
山
を
介
し
て
衟
元
と
そ
の
『
正
法
眼
藏
』

も
十
分
に
認
識
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

二　
『
南
方
錄
』
に
お
け
る
「
草
庵
」
の
特
徵
と
變
遷　

　
『
南
方
錄
』
に
お
け
る
「
草
庵
」
の
語
は
、
卷
頭
の
「
覺
書
」
に
露

地
（
茶
庭
）
と
竝
ん
で
す
ぐ
に
見
ら
れ
る
。
そ
れ
が
四
疊
半
以
下
の
狹

い
空
閒
で
あ
る
茶
室
を
指
す
こ
と
は
、
前
節
「
は
じ
め
に
」
で
確
認
し

た
通
り
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
は
同
書
の
中
で
、「
草
の
小
座
敷
」
や

「
小
座
敷
」「
草
茨
の
小
座
敷
」
な
ど
と
示
さ
れ
、
わ
び
茶
の
精
神
を
表

す
と
さ
れ
る
。
一
方
、
同
書
「
棚
」
の
冐
頭
で
は
、
珠
光
（
一
四
二
三

～
一
五
○
二
）
と
武
野
紹
鷗
（
一
五
○
二
～
一
五
五
五
）、
そ
し
て
そ
の
弟

子
と
さ
れ
る
利
休
と
い
う
三
人
の
、
そ
れ
ぞ
れ
が
用
い
た
草
庵
の
特
徵

と
そ
の
變
遷
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
珠
光
・
紹
鷗
は
四
疊

半
座
敷
を
、
利
休
は
二
疊
の
草
茨
の
小
座
敷
を
用
い
た
と
す
る
。『
南

方
錄
』
に
お
け
る
「
草
庵
」
の
特
徵
は
隨
所
に
見
ら
れ
る
が
、
以
下
に

い
く
つ
か
原
文
を
拔
粹
し
、
そ
の
特
徵
を
確
認
し
た
い
。

　

Ｂ
『
南
方
錄
』「
覺
書
」
一 

宗
易
、
あ
る
時
、
集
雲
庵
に
て
茶
湯
物
語
あ
り
し
に
、
ヌ
茶
湯
は

臺
子
を
根
本
と
す
る
こ
と
な
れ
ど
も
、
心
の
至
る
所
は
草
の
小
座

敷
に
し
く
こ
と
な
し
と
、
常
〳
〵
の
給
ふ
ハ
、
い
か
樣
の
子
細
か

候
と
申
。
宗
易
の
云
、
ル
小
座
敷
の
茶
の
湯
は
、
第
一
佛
法
を
以

て
修
行
得
衟
す
る
事
也
。（
以
下
省
略
）

　

Ｃ
『
南
方
錄
』「
棚
」
一   

○
四
疊
半
、
置
棚
等

ヲ
四
疊
半
座
敷
ハ
、
珠
光
の
作
事
也
。
眞
座
敷
と
て
鳥
子
紙
の
白

張
付
、
杉
板
の
ふ
ち
な
し
天
井
、
小
板
ぶ
き
、
寶
形
造
、
一
閒
床

也
。
祕
藏
の
圓
悟
の
墨
蹟
を
か
け
、臺
子
を
か
ざ
り
給
ふ
。
其
後
、

爐
を
切
て
、
弓
臺
を
置
合
ら
れ
し
也
。
大
方
、
書
院
の
か
ざ
り
物

を
置
れ
候
へ
ど
も
、
物
數
な
ど
も
略
あ
り
し
也
。
床
に
も
、
二
幅

對
の
か
け
繪
、
勿
論
一
幅
の
繪
か
け
ら
れ
し
也
。（
中
略
）
ワ
紹
鷗

に
成
て
、
四
疊
半
座
敷
所
々
あ
ら
た
め
、
張
付
を
土
壁
に
し
、
木

格
子
を
竹
格
子
に
し
、
障
子
の
腰
板
を
の
け
、
床
の
ぬ
り
ぶ
ち
を
、

う
す
ぬ
り
、
又
ハ
白
木
に
し
、
こ
れ
を
草
の
座
敷
と
申
さ
れ
し
也
。

鷗
ハ
此
座
に
臺
子
ハ
か
ざ
ら
れ
ず
。（
中
略
）
カ
宗
易
ハ
又
草
茨
の

小
座
敷
を
專
に
し
、
わ
び
を
致
さ
れ
し
故
、
紹
鷗
の
座
敷
も
、
書

院
と
小
座
敷
の
閒
の
物
ニ
成
し
也
。（
以
下
省
略
）

Ｄ
『
南
方
錄
』「
墨
引
」
一  

カ
ヘ
ス
〳
〵
ヨ
茶
ノ
湯
ノ
深
味
ハ
草
菴
ニ
ア
リ
。
タ
眞
ノ
書
院
臺
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子
ハ
各
式
法
儀
ノ
嚴
重
ヲ
ト
ヽ
ノ
ヘ
、
世
閒
法
ナ
リ
。
レ
草
ノ
小

座
敷
、
露
地
ノ
一
風
ハ
、
本
式
ノ
カ
ネ
ヲ
モ
ト
ヽ
ス
ル
ト
イ
ヘ
ド

モ
、
終
ニ
カ
ネ
ヲ
ハ
ナ
レ
、
ワ
ザ
ヲ
忘
レ
、
心
味
ノ
無
味
ニ
歸
ス

ル
出
世
閒
法
ナ
リ
。

Ｅ
『
南
方
錄
』「
滅
後
」
二 

ソ
一
宇
ノ
草
庵
二
疊
敷
ニ
ワ
ビ
ス
マ
シ
テ
、
薪
水
ノ
タ
メ
ニ
修
行

シ
、
一
碗
ノ
茶
ニ
眞
味
ア
ル
コ
ト
ヲ
、
ヤ
ウ
ヤ
ウ
ホ
ノ
カ
ニ
ヲ
ボ

ヘ
候
ヘ
ド
モ
、
時
々
水
ノ
濁
ヲ
ナ
ス
コ
ト
ハ
、
易
ガ
ア
ヤ
マ
ル
所

也
。（
中
略
）ツ
只
ヲ
ソ
ル
ヽ
所
ハ
、數
奇
ノ
人
世
ニ
多
ク
ナ
ル
ホ
ド
、

師
匠
モ
多
ク
、
口
々
ニ
指
南
シ
、
或
ハ
大
名
・
高
家
ノ
交
リ
ニ
ハ
、

草
菴
ヲ
書
院
ノ
ゴ
ト
ク
取
サ
バ
キ
、
其
本
意
ヲ
尋
ル
ニ
不
レ
乁
。

　

Ｆ
『
南
方
錄
』「
滅
後
」
七
一

ネ
休
、
常
ニ
ノ
玉
フ
。
二
疊
向
爐
、
コ
レ
草
庵
第
一
ノ
ス
マ
ヰ
ナ

ル
ベ
シ
。

　
『
南
方
錄
』
全
卷
を
一
瞥
す
る
と
、「
草
庵
」
や
「
小
座
敷
」
と
い
う

語
彙
が
、
各
卷
に
散
見
で
き
る
。
と
り
わ
け
、
右
に
示
し
た
通
り
、「
覺

書
」「
棚
」「
墨
引
」「
滅
後
」
の
冐
頭
に
は
、「
草
庵
」
の
特
徵
が
述
べ

ら
れ
て
い
る
。

　

Ｂ
は
、『
南
方
錄
』全
七
卷
の
劈
頭
の
一
節
で
あ
り
、そ
こ
で『
南
方
錄
』

全
體
の
精
神
を

に
盡
く
し
て
い
る
と
さ
れ
る）

11
（

。
こ
こ
で
は
、
そ
の

前
半
部
分
の
み
を
提
示
す
る
に
留
め
た
が
、
ヌ
は
『
南
方
錄
』
を
𧰼
徵

す
る
有
名
な
一
文
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
茶
の
湯
は
「
臺
子
」
が
基
本

で
あ
る
が
、そ
の
心
の
極
ま
る
と
こ
ろ
は「
草
の
小
座
敷
」す
な
わ
ち「
草

庵
」
の
茶
室
で
あ
る
こ
と
が
、
宗
易
す
な
わ
ち
利
休
の
思
想
と
し
て
語

ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ル
で
は
、
小
座
敷
の
茶
の
湯
は
第
一
に
佛
法
を

も
っ
て
修
行
得
衟
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、『
南
方
錄
』

は
こ
こ
で
、「
草
庵
」
で
行
う
茶
の
湯
は
佛
法
を
修
行
得
衟
す
る
こ
と

で
あ
る
と
定
義
し
て
い
る
。
熊
倉
は
、
こ
の
ル
の
一
文
が
、「『
南
方
錄
』

こ
そ
初
め
て
茶
禪
一
味
の
主
張
に
徹
底
し
た
茶
書
な
の
で
あ
る）

1（
（

」
と
指

摘
し
、『
南
方
錄
』
が
禪
の
思
想
に
基
づ
く
と
主
張
し
て
い
る
。

　

Ｃ
の
文
は
、
珠
光
・
紹
鷗
・
利
休
と
い
う
わ
び
茶
人
三
人
に
お
け
る

茶
室
の
特
徵
と
そ
の
變
遷
を
述
べ
て
い
る
。
ヲ
で
は
、
四
疊
半
は
珠
光

が
考
え
、
作
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
眞
の
座
敷
で
あ
る
と
位
置
づ

け
る
。
そ
の
茶
室
は
、
鳥
子
紙
の
白
張
付
壁
、
屋
根
は
小
板
葺
き
な
ど

か
ら
な
り
、
茶
室
內
に
は
臺
子）

11
（

を
餝
り
、
そ
れ
は
書
院
茶
室
を
略
し
た

形
態
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
ワ
で
は
、紹
鷗
は
珠
光
の
四
疊
半
を
所
々

改
め
、
草
の
座
敷
に
し
た
と
い
う
。
そ
の
茶
室
內
の
意
匠
は
、
珠
光
の

張
付
壁
を
土
壁
に
し
、
木
格
子
を
竹
格
子
に
し
、
床
の
塗
り
を
薄
塗
り

や
白
木
に
し
た
と
い
う
よ
う
に
、
珠
光
の
眞
の
座
敷
を
く
ず
し
、
變
化

を
つ
け
た
と
い
う
。
カ
で
は
、
さ
ら
に
利
休
は
草
茨
の
小
座
敷
す
な
わ
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ち
茅
葺
き
の
草
庵
を
專
ら
に
し
、
そ
こ
で
わ
び
茶
の
湯
を
行
っ
た
と
い

う
。

　

こ
の
よ
う
に
Ｃ
で
は
、
わ
び
茶
人
の
座
敷
の
特
徵
に
つ
い
て
、
珠
光

は
「
眞
座
敷
」、
紹
鷗
は
「
草
の
座
敷
」、
利
休
は
「
草
茨
の
小
座
敷
」

と
定
義
し
、
そ
の
變
遷
を
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
着
目
し
た
い
の
は
、

こ
こ
で
、
利
休
の
茶
室
は
「
草
茨
の
小
座
敷
」
と
す
る
が
、
と
く
に
珠

光
や
紹
鷗
と
同
じ
四
疊
半
の
空
閒
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
言
乁

し
て
い
な
い
點
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
神
津
朝
夫
は
、
利
休
の
師
匠
を
め

ぐ
る
硏
究
か
ら
、
利
休
の
師
匠
が
紹
鷗
で
あ
る
と
す
る
通
說
は
、
史
實

で
は
な
い
と
指
摘
す
る）

11
（

。
ま
た
熊
倉
も
、
こ
の
「
棚
」
一
に
お
け
る
解

說
で
、「『
南
方
錄
』
が
例
證
と
し
て
あ
げ
る
點
は
必
ず
し
も
事
實
と
は

い
い
が
た
い）

11
（

」
と
述
べ
る
。
こ
れ
ら
の
指
摘
か
ら
、
こ
の
わ
び
茶
人
の

茶
室
の
特
徵
お
よ
び
變
遷
は
、『
南
方
錄
』
の
創
作
話
で
あ
る
と
考
え

る
の
が
妥
當
で
あ
ろ
う
。

　

Ｄ
の
「
墨
引
」
と
い
う
卷
名
は
、墨
引
の
內
容
は
祕
傳
で
あ
る
か
ら
、

墨
を
引
い
て
消
し
燒
却
す
る
よ
う
、
利
休
が
そ
の
筆
記
者
に
命
じ
た
逸

話
に
よ
る
と
さ
れ
る）

11
（

。
こ
こ
で
も
、
ヨ
に
見
る
よ
う
に
、
茶
の
湯
の
眞

髓
は
「
草
庵
」
に
あ
る
と
斷
言
す
る
。
そ
の
上
で
、タ
で
、「
書
院
臺
子
」

は
「
世
閒
法
」
で
あ
る
と
述
べ
、レ
で
、「
草
ノ
小
座
敷
」
は
「
出
世
閒
法
」

で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
點
に
註
目
し
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
は
「
書

院
臺
子
の
茶
」は
世
閒
法
す
な
わ
ち
世
俗
的
な
も
の
で
あ
り
、一
方
、「
草

庵
小
座
敷
の
茶
」
は
出
世
閒
法
す
な
わ
ち
佛
法
を
修
行
得
衟
す
る
こ
と

で
あ
る
と
特
徵
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
實
山
の
他
の

著
作
に
も
こ
れ
と
同
じ
內
容
が
見
ら
れ
、次
の
第
四
節
で
確
認
し
た
い
。

　

Ｅ
の｢

滅
後）

11
（

」
の
一
節
は
、
熊
倉
に
よ
れ
ば
、
强
烈
な
茶
の
湯
批
判

と
茶
の
湯
の
將
來
に
對
す
る
悲
觀
で
あ
り
、
そ
こ
に
作
者
實
山
の
意
圖

が
は
っ
き
り
表
れ
て
い
る
と
い
う）

11
（

。
そ
こ
で
、
ソ
に
見
る
よ
う
に
、
利

休
は
草
庵
二
疊
敷
に
わ
び
を
澄
ま
し
、
薪
を
取
り
水
を
運
ぶ
こ
と
に
修

行
を
覺
え
、
一
碗
の
茶
に
眞
の
味
が
あ
る
こ
と
を
次
第
に
心
に
と
ど
め

る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
時
々
水
の
濁
り
の
よ
う
な
邪
な
氣
持
ち
が
生
じ

て
し
ま
う
と
憂
い
て
い
る
。
ま
た
ツ
で
も
、
大
名
や
高
家）

11
（

の
人
々
と
茶

の
湯
を
行
う
時
に
は
、「
草
庵
小
座
敷
の
茶
」
を
豪
華
な
「
書
院
臺
子

の
茶
」
の
よ
う
に
扱
い
、
そ
こ
に
そ
の
本
意
す
な
わ
ち
「
草
庵
」
に
お

け
る
佛
法
修
行
を
探
し
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
、
茶
の
湯
の
現
狀

を
嘆
い
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　

Ｆ
の
ネ
の
一
文
は
、
Ｅ
の
ソ
の
一
文
に
も
見
え
る
よ
う
に
利
休
の
茶

室
は
二
疊
敷
で
あ
る
こ
と
を
、
さ
ら
に
「
草
庵
」
が
第
一
で
あ
る
こ
と

を
强
調
し

に
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
Ｃ
の
中
で
、
利
休
の
茶
室

は
「
草
茨
の
小
座
敷
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
空
閒
の
廣
さ
に
つ

い
て
は
言
乁
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
こ
こ
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
と



東
洋
の
思
想
と
宗
敎　

第
三
十
七
號

（ 48 ）

い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、「
棚
」
一
の
利
休
の
「
草
茨
の
小
座
敷
」
は
、

二
疊
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

以
上
、『
南
方
錄
』
に
お
け
る
「
草
庵
」
の
特
徵
と
そ
の
變
遷
に
つ

い
て
、
卷
「
覺
書
」「
棚
」「
墨
引
」「
滅
後
」
冐
頭
部
に
見
ら
れ
る
そ

の
主
張
を
列
擧
し
、
確
認
し
た
。
こ
れ
ら
を
總
合
す
る
と
、『
南
方
錄
』

に
お
け
る
「
草
庵
」
の
特
徵
は
以
下
の
二
點
に
ま
と
め
ら
れ
、
位
置
づ

け
ら
れ
よ
う
。

　

一
點
目
は
、「
草
庵
」
は
、
常
に
「
書
院
臺
子
」
と
の
對
照
關
係
に

あ
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
草
庵
」
が
「
出
世
閒
法
」
す
な
わ

ち
佛
法
を
修
行
得
衟
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
茶
の
湯
の
眞
髓
と
さ

れ
る
。
そ
れ
と
對
照
的
に
、「
書
院
臺
子
」
は
「
世
閒
法
」
す
な
わ
ち

世
俗
的
な
茶
と
さ
れ
る
。

　

二
點
目
は
、「
草
庵
」
の
形
態
の
變
遷
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
珠
光
の

四
疊
半
が
「
眞
の
座
敷
」、
紹
鷗
の
四
疊
半
が
「
草
の
座
敷
」、
利
休
の

二
疊
が
「
草
茨
の
小
座
敷
」
と
い
う
よ
う
に
、利
休
の
茶
室
が
「
草
茨
」

と
い
う
草
で
葺
い
た
空
閒
ま
で
に

素
化
さ
れ
、
そ
こ
で
わ
び
茶
の
湯

を
行
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
利
休
に
至
り
、
草
庵
は

四
疊
半
か
ら
二
疊
の
狹
い
空
閒
へ
と
縮
小
さ
れ
、
そ
れ
が
「
四
方
」
と

い
う
正
方
形
の
空
閒
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
特
徵
と
し
て
見
出
さ

れ
よ
う
。

三　

實
山
の
著
作
に
お
け
る
「
草
庵
」
の
特
徵
と
そ
の
典
據

三
―
一　

實
山
の
『
南
方
錄
』
以
外
の
著
作
に
お
け
る
「
草
庵
」
の
特
徵

　

前
節
で
、『
南
方
錄
』
に
お
い
て
確
認
し
た
「
草
庵
」
が
「
書
院
臺
子
」

と
對
照
關
係
に
あ
る
點
、
利
休
の
「
草
庵
」
が
「
草
茨
」
で
「
四
方
」

の
空
閒
だ
と
い
う
二
點
は
、實
山
の『
南
方
錄
』以
外
の
著
作
で
あ
る『
喫

茶
又
錄
』
と
『
壺
中
爐
談
』
に
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
記

述
內
容
は
『
南
方
錄
』
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
が
、『
南
方
錄
』
で
は
示

さ
れ
な
い
典
據
を
引
用
し
て
い
る
。

　

ま
ず
、『
壺
中
爐
談
』
に
お
い
て
「
草
庵
」
と
「
書
院
臺
子
」
の
對

照
關
係
に
つ
い
て
述
べ
る
箇
所
を
揭
げ
よ
う
。

　

Ｇ
『
壺
中
爐
談
』「
草
庵
大
槪
」

ナ
釋
氏
要
覽
に
云
、
草
を
も
て
座
を
覆
ふ
、
こ
れ
を
庵
と
い
ふ
。

ラ
錄
に
云
、
書
院
臺
子
の
式
は
世
閒
法
な
り
。
譬
バ
文
字
の
眞
の

ご
と
し
、
規
榘
に
本
づ
く
一
端
な
り
。
露
地
・
草
庵
は
出
世
閒
法

に
て
、
た
と
へ
ば
文
字
の
草
の
ご
と
し
。
自
然
・
天
地
の
妙
處
也

と
云
々
、
ム
維
摩
の
心
淸
淨
な
る
と
き
ハ
、
國
土
淨
と
い
ふ
。

　
『
壺
中
爐
談
』
は
、元
祿
十
三
年
（
一
七
○
○
）
に
、實
山
が
記
し
た
『
南

方
錄
』
の
抄
錄
で
あ
り
、
跋
文
に
卍
山
の
漢
詩
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
內
容
は
、
八
項
目
に
分
か
れ
て
い
る
が
、「
草
庵
大
槪
」
は
そ
の
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う
ち
の
一
つ
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
最
後
の
項
目
の
「
書
錄
眞
僞
」
冐

頭
に
は
、「
世
に
流
布
せ
る
茶
書
に
、利
休
の
書
と
い
ふ
も
の
ま
ゝ
あ
り
、

千
氏
の
家
に
お
ゐ
て
、
つ
ぶ
さ
に
尋
ね
考
る
に
、
盡
く
僞
書
な
り
、
た
ゞ

休
の
名
を
借
り
て
板
行
せ
る
な
り
」
と
い
う
一
文
が
見
ら
れ
る
。
實
山

が
そ
の
當
時
、
利
休
の
書
と
さ
れ
る
茶
書
に
對
し
て
、
僞
書
で
あ
る
と

斷
言
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
て
、
ナ
に
見
る
よ
う
に
、
こ
こ
で

は
「
草
庵
」
の
解
釋
に
つ
い
て
、
宋
の
衟
誠
『
釋
氏
要
覽）

11
（

』
を
典
據
と

し
て
說
明
し
て
い
る
。
ま
た
、
ラ
は
、『
南
方
錄
』
を
引
い
て
、「
書
院

臺
子
」
が
世
閒
法
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
眞
」
で
あ
る
と
言
い
、
一
方
、

「
草
庵
」
は
出
世
閒
法
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
草
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い

る
。
さ
ら
に
、
ム
で
は
、「
草
庵
」
を
含
む
露
地
が
『
維
摩
經
』「
佛
國

品
」
に
お
け
る
心
の
淸
淨
と
國
土
淨
の
關
係
か
ら
意
味
づ
け
ら
れ
て
い

る
。
な
お
、『
喫
茶
又
錄
』
第
三
「
交
會
編
」
に
も
、「
南
方
錄
に
所
謂
、

書
院
臺
子
の
式
ハ
世
閒
法
也
。
露
地
草
庵
に
至
て
は
出
世
閒
法
也
と
」

と
い
う
同
樣
の
一
文
が
確
認
で
き
る
。
し
か
し
、『
釋
氏
要
覽
』
や
『
維

摩
經
』
の
引
用
は
見
ら
れ
な
い
。

　

次
に
、『
南
方
錄
』
に
お
い
て
「
草
庵
」
の
特
徵
が
、利
休
の
「
草
茨
」

と
い
う
わ
び
の
姿
ま
で
に
表
現
さ
れ
、
そ
れ
が
狹
い
「
四
方
」
の
空
閒

で
あ
る
こ
と
と
對
應
す
る
例
を
順
に
見
て
い
き
た
い
。
Ｃ
に
見
ら
れ
る

わ
び
茶
人
に
お
け
る
「
草
庵
」
の
特
徵
と
そ
の
變
遷
に
つ
い
て
述
べ
て

い
る
箇
所
を
次
に
取
り
上
げ
る
。　

　

Ｈ
『
喫
茶
又
錄
』
第
二
・
草
庵
篇
「
丈
廬
」

ウ
高
僧
傳
、
舍
釐
國
有
二
維
摩
故
宅
一。
唐
顯
慶
年
中
王
玄
策
因

レ
向
二
印
度
一、
過
二
淨
名
宅
一。
以
レ
笏
量
二
基
止
一。
有
二
十
笏
一
故
號
二

方
丈
室
一
云
々
。
ヰ
維
摩
經
曰
、
毗
耶
離
城
長
者
維
摩
詰
、
空
二
其

室
內
一
唯
置
二
一
床
一
云
々
。
ノ
紹
鷗
こ
の
廬
を
一
丈
四
方
に
作
る

事
、
か
の
維
摩
の
室
に
な
ぞ
ら
ふ
と
也
。
丈
廬
則
四
疊
半
也
。（
中

略
）
時
の
人
珠
光
の
席
を
眞
の
座
舖
と
い
ひ
、
紹
鷗
の
を
草
の
座

舖
と
い
ひ
し
。
こ
れ
則
草
庵
の
發
端
な
る
よ
し
南
方
錄
に
も
見
へ

た
り
。（
以
下
省
略
）

　

Ｉ
『
壺
中
爐
談
』「
茶
式
大
槪
」

宗
啓
の
錄
に
云
、
オ
珠
光
眞
の
座
敷
は
、
四
疊
半
に
て
、
小
板
葺
・

寶
形
作
り
、
鏡
天
井
・
鳥
の
子
の
白
張
つ
け
、
一
閒
床
な
り
、
臺

子
を
も
餝
り
、
長
板
・
中
板
に
て
も
、
茶
を
點
ら
る
、
後
に
一
尺

六
寸
の
爐
を
き
り
て
、
平
蜘
の
釜
を
か
け
、
乁
臺
子
を
か
ざ
り
合

て
點
茶
す
。
ク
紹
鷗
こ
の
古
規
を
も
て
、
四
疊
半
を
造
り
、
處
々

略
し
て
、
張
付
け
を
土
壁
に
し
、
木
格
子
も
竹
に
し
た
り
。
世
人
、

珠
光
眞
の
座
敷
に
對
し
て
、
紹
鷗
の
草
の
座
敷
と
い
へ
り
。
ヤ
鷗

は
丈
室
に
て
、
も
っ
ぱ
ら
袋
棚
を
も
ち
ひ
ら
る
、
釣
釜
を
鏁
に
し

て
樂
ミ
、
維
摩
丈
室
空
二
其
室
內
一、
唯
置
二
一
床
一
と
い
ふ
問
疾
品
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中
の
趣
に
も
と
づ
け
り
と
か
や
。

　

Ｈ
の
『
喫
茶
又
錄
』
は
、
Ｉ
の
『
壺
中
爐
談
』
よ
り
少
し
前
の
元
祿

六
年
の
實
山
の
著
作
で
、『
南
方
錄
』を
敷
衍
し
た
內
容
の
抄
錄
で
あ
り
、

『
南
方
錄
』
と
同
じ
く
七
編
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
草
庵
編
「
丈

廬
」
の
冐
頭
で
は
、
ウ
は
、『
法
苑
珠
林
』
を
典
據
と
し
た
文
章
で
あ

る
と
考
え
ら
れ）

11
（

、
維
摩
の
方
丈
に
關
す
る
記
述
が
見
え
る
。
さ
ら
に
、

ヰ
は
、『
維
摩
經
』「
問
疾
品
」
を
典
據
と
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
維
摩

の
方
丈
は
何
も
な
い
空
閒
で
あ
り
、
た
だ
一
床
を
置
く
の
み
の
部
屋
で

あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
ノ
で
は
、
こ
の
維
摩
の
方
丈
が
紹
鷗
の
丈

廬
す
な
わ
ち
四
疊
半
茶
室
の
典
據
で
あ
る
こ
と
を
說
明
し
て
い
る
。

　

Ｉ
の
『
壺
中
爐
談
』
に
見
え
る
オ
か
ら
ク
ま
で
の
珠
光
と
紹
鷗
の
草

庵
の
特
徵
と
そ
の
變
遷
の
記
述
は
、
前
節
二
に
お
け
る
引
用
文
Ｃ
の
そ

れ
に
該
當
す
る
部
分
と
ほ
ぼ
同
文
で
あ
る
。
ま
た
、ヤ
で
は
、Ｈ
の
『
喫

茶
又
錄
』
で
見
ら
れ
た
『
維
摩
經
』「
問
疾
品
」
に
お
け
る
維
摩
の
方

丈
が
紹
鷗
の
丈
室
の
根
據
と
す
る
こ
と
を
踏
襲
し
て
い
る
。

　

以
上
、Ｈ
と
Ｉ
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、實
山
は
紹
鷗
の
草
庵
を「
丈
室
」

や
「
丈
廬
」
と
呼
び
、
そ
れ
を
『
維
摩
經
』
や
『
法
苑
珠
林
』
を
典
據

と
し
て
、「
維
摩
の
方
丈
」
に
準
え
て
、
佛
敎
的
立
場
か
ら
意
義
づ
け

を
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、『
南
方
錄
』「
棚
」
一 

の
一
節
の

中
で
は
、
珠
光
・
紹
鷗
・
利
休
三
人
の
茶
室
の
特
徵
と
そ
の
變
遷
が
述

べ
ら
れ
て
い
た
。
だ
が
、
實
山
の
著
作
で
は
、
珠
光
と
紹
鷗
二
人
の
草

庵
の
特
徵
の
み
を
述
べ
、
利
休
の
「
草
庵
」
に
つ
い
て
は
述
べ
ら
れ
て

い
な
い
。
こ
の
利
休
の
「
草
庵
」
に
つ
い
て
は
、『
喫
茶
又
錄
』
や
『
壺

中
爐
談
』
で
は
、
別
の
項
目
で
說
明
さ
れ
て
い
る
。
以
下
に
拔
粹
し
、

確
認
し
た
い
。

　

Ｊ
『
喫
茶
又
錄
』
第
二
「
草
庵
」（「
附　

數
寄
屋
の
號
」「
圍
居
」）

紹
鷗
の
丈
廬
ハ
前
代
の
花
餝
を
削
り
、
諸
事
隱
便
な
れ
ど
も
犹
い

ま
だ
至

な
ら
ず
。
マ
利
休
居
士
こ
の
境
に
入
事
ま
す
〳
〵
ふ
か

く
。
實
に
喫
茶
の
淸
味
を
た
の
し
む
の
あ
ま
り
、
更
に
幽
寂
枯
淡

を
き
ハ
め
、
紹
鷗
に
談
じ
て
始
て
方
尋
の
廬
を
構
ふ
。
方
尋
は
六

尺
四
方
也
。
庵
の
內
二
席
。
一
席
を
客
席
と
し
、席
を
主
席
と
し
、

主
席
の
內
向
の
壁
下
に
爐
を
き
る
。

ケ
數
奇
屋
ハ
草
庵
の
別
名
也
。
古
來
喫
茶
の
人
を
さ
し
て
數
奇
者

と
云
ひ
。
家
を
數
奇
屋
と
い
ひ
。
器
を
數
奇
衟
具
と
い
へ
り
。
凡

數
奇
の
字
は
フ
史
記
李
廣
傳
、
李
廣
老
數
奇
と
。
註
に
服
虔
曰
、

作
レ
事
數
不
偶
。
又
コ
前
漢
書
季
廣
傳
、
數
奇
註
師
古
曰
、
命
隻

不
二
偶
合
一
と
。
數
の
零
餘
を
皆
奇
と
い
ふ
。
都
て
か
た
〳
〵
に
し

て
も
の
の
相
そ
な
ハ
ら
ざ
る
體
也
。
誠
に
こ
れ
喫
茶
の
本
意
な
る

べ
し
。（
以
下
省
略
）
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Ｋ
『
壺
中
爐
談
』「
草
庵
茶
意
」

エ
利
休
宗
易
居
士
と
稱
せ
ら
る
、
艸
庵
の
式
は
、
鷗
に
談
じ
て
、

茅
茨
の
二
疊
敷
を
は
じ
め
た
り
、
鷗
の
山
里
の
二
疊
敷
も
こ
の
と

き
な
り
。

　

Ｊ
の
『
喫
茶
又
錄
』
で
は
、
冐
頭
で
ま
ず
紹
鷗
の
丈
廬
に
つ
い
て
述

べ
る
。
そ
し
て
、
マ
に
あ
る
よ
う
に
、
利
休
は
紹
鷗
の
丈
廬
す
な
わ
ち

四
疊
半
の
境
地
を
さ
ら
に
深
め
、
紹
鷗
に
相
談
し
て
初
め
て
「
方
尋
の

廬
」
を
構
え
た
と
い
う
。
こ
の
「
方
尋
」
は
六
尺
四
方
で
あ
り
、
そ
の

茶
室
內
は
二
席
で
あ
る
と
い
う
。
六
尺
四
方
と
は
一
閒
四
方
の
こ
と
で

あ
り
、疊
一
疊
の
縱
の
長
さ
が
六
尺
に
匹
敵
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
方
尋
」

と
は
二
疊
の
空
閒
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
次
い
で
、
ケ
で
は
、

實
山
は
「
草
庵
」
の
別
名
を
數
奇
屋
と
定
義
し
て
い
る
。
そ
の
定
義
は

フ
や
コ
が
示
す
よ
う
に
、『
史
記
』
や
『
漢
書
』
を
典
據
と
し
て
い
る
。

　

Ｋ
の
『
壺
中
爐
談
』「
草
庵
茶
意
」
の
エ
で
は
、
Ｊ
の
『
喫
茶
又
錄
』

に
お
け
る
利
休
の
「
方
尋
」
に
つ
い
て
の
文
言
が

に
示
さ
れ
て
い

る
。
そ
れ
は
、
利
休
の
「
草
庵
」
は
「
茅
茨）

1（
（

の
二
疊
敷
」
と
い
う
よ
う

に
、
利
休
の
「
草
庵
」
が
「
茅
茨
」
で
あ
り
「
二
疊
敷
」
で
あ
る
こ
と

が
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　

以
上
、
前
項
の
『
南
方
錄
』
に
お
け
る
「
草
庵
」
の
特
徵
二
點
に
つ

い
て
、
實
山
の
『
南
方
錄
』
以
外
の
著
作
か
ら
確
認
し
た
。
一
點
目
の

「
草
庵
」
が
「
書
院
臺
子
」
と
對
照
關
係
に
あ
る
こ
と
、す
な
わ
ち
「
書

院
臺
子
」
が
世
閒
法
で
あ
り
、「
草
庵
」
が
出
世
閒
法
で
あ
る
と
い
う

文
言
は
、
Ｇ
に
お
い
て
確
認
で
き
た
。
一
方
、
二
點
目
の
利
休
の
「
草

庵
」
が
「
草
茨
」
で
あ
り
、
二
疊
の
「
四
方
」
の
空
閒
で
あ
る
こ
と
に

つ
い
て
は
、
Ｊ
と
Ｋ
か
ら
斷
定
で
き
た
。
さ
ら
に
、
利
休
の
「
草
庵
」

を
示
す
「
草
茨
」
の
語
は
、
Ｋ
で
「
茅
茨
」
と
い
う
言
葉
に
言
い
換
え

ら
れ
て
い
た
。
そ
の
上
、二
疊
と
い
う
空
閒
に
つ
い
て
は
、Ｊ
で
は
「
方

尋
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
、
そ
れ
が
二
疊
の
「
四
方
」
の
空
閒
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　

そ
こ
で
問
題
に
し
た
い
點
は
、「
茅
茨
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
、「
茅
茨
」
の
語
彙
は
『
南
方
錄
』
に
は
確
認
で
き
な
い
か
ら

で
あ
る
。
一
方
、『
壺
中
爐
談
』
で
は
「
茅
茨
」
に
つ
い
て
、
そ
の
典

據
を
示
さ
ず
、
說
明
し
て
い
な
い
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
「
茅
茨
」
の
言

葉
に
は
、ど
の
よ
う
な
背
景
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
實
山
は
、こ
の
「
茅

茨
」
の
語
に
關
し
て
何
を
典
據
に
し
、ど
の
よ
う
な
意
圖
か
ら
「
草
庵
」

と
結
び
つ
け
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

三
―
二　

卍
山
衟
白
の
語
錄
と
漢
籍
に
お
け
る
「
茅
茨
」

　
『
南
方
錄
』
に
お
け
る
「
草
庵
」
の
特
徵
の
一
つ
は
、
利
休
の
茶
室

が
二
疊
で
四
方
の
空
閒
で
あ
り
、そ
れ
が
「
草
茨
」
と
定
義
さ
れ
て
た
。
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こ
れ
に
對
し
て
、『
壺
中
爐
談
』
の
中
で
は
、そ
の
「
草
茨
」
が
「
茅
茨
」

の
言
葉
に
言
い
換
え
ら
れ
て
い
た
。
だ
が
、
實
山
は
『
南
方
錄
』
抄
錄

の
中
で
、「
茅
茨
」の
典
據
に
つ
い
て
は
述
べ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、

實
山
の
師
で
あ
る
卍
山
の
語
錄『
鷹
峯
卍
山
和
尙
廣
錄
』を
見
る
と
、「
茅

茨
」
の
言
葉
が
見
ら
れ
る
興
味
深
い
文
章
が
あ
る
。
以
下
に
、
そ
れ
を

拔
粹
し
た
い
。

　

Ｌ
『
鷹
峯
卍
山
和
尙
廣
錄
』
卷
七

テ
禪
堂
落
成
日
、
示
レ
衆
。
采
椽
不
レ
削
、
茅
茨
不
レ
剪
。
縛
レ
草

爲
レ
牆
、
借
レ
幕
爲
レ
帳
。
非
三
敢
擬
二
他
方
法
窟
、
從
來
結
構
一。
方

堪
レ
表
二
此
國
洞
宗
最
初
禪
堂
一。

　

こ
の
文
は
、
第
一
節
の
Ａ
で
實
山
と
卍
山
の
師
弟
關
係
を
確
か
め
る

際
に
用
い
た
『
鷹
峯
卍
山
和
尙
廣
錄
』
卷
七
の
一
節
で
あ
る
。
こ
の
卷

七
の
冐
頭
に
は
、「
筑
前
州
瑞
鳳
山
東
林
語）

11
（

」と
項
目
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

こ
の
「
筑
前
州
瑞
鳳
山
東
林
」
と
は
實
山
が
開
基
で
卍
山
を
開
山
と
し

て
迎
え
た
愽
多
東
林
寺
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
で
說
法
を
行
っ
た
內
容

と
推
測
さ
れ
る
。
テ
を
以
下
に
現
代
語
譯
し
た
い
。

禪
堂
が
落
成
し
た
日
、
住
持
の
僧
が
門
下
に
說
法
す
る
。
こ
の
禪

堂
は
采
椽
（
垂
木
）
を
削
ら
ず
、
茅
茨
（
屋
根
を
葺
い
た
茅
）
を
切

り
揃
え
な
い
。
草
を
縛
っ
て
垣
根
と
し
、幕
を
用
い
て
帳
と
す
る
。

こ
れ
は
、
決
し
て
他
の
法
窟
（
修
行
の
衟
場
）
や
、
從
來
の
立
派

な
建
物
の
眞
似
を
し
て
は
い
け
な
い
。
こ
の
禪
堂
は
ま
さ
に
日
本

曹
洞
宗
最
初
の
禪
堂
の
形
式
を
表
し
て
い
る
。

　

こ
こ
で
着
目
し
た
い
の
は
、
こ
の
文
中
に
見
え
る
「
采
椽
不
レ
削
、

茅
茨
不
レ
剪
」
と
い
う
文
言
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
實
山
の
著
作
で
利

休
の
二
疊
を
「
茅
茨
」
の
空
閒
と
す
る
典
據
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
さ
ら
に
、
こ
の
「
采
椽
不
レ
削
、
茅
茨
不
レ
剪
」
と
い
う
句
は
、『
韓

非
子
』
の
次
の
記
事
を
典
據
と
す
る）

11
（

。

　

Ｍ
『
韓
非
子
』「
五
蠧
篇
」
第
四
十
九

ア
堯
之
王
二
天
下
一
也
、
茅
茨
不
レ
翦
、
采
椽
不
レ
斲
、
糲
粢
之
⻝
、

藜
藿
之
羹
、
鼕
日
麑
裘
、
夏
日
葛
衣
、
雖
二
監
門
之
服
養
一、
不
レ
虧
二

於
此
一
矣
。　
　
　
　

　

ア
に
は
、
中
國
古
代
の
圣
人
で
あ
る
堯
が
天
下
に
王
で
あ
っ
た
時
、

そ
の
宮
殿
は
茅
茨
を
切
ら
ず
、
采
椽
も
削
ら
な
か
っ
た
と
あ
る
。
こ
の

『
韓
非
子
』
に
見
え
る
「
茅
茨
不
レ
翦
、
采
椽
不
レ
斲
」
の
句
は
、『
史
記
』

や
『
漢
書
』
他
に
も
見
え
る）

11
（

。
左
に
そ
れ
ら
の
一
部
を
引
用
し
た
い
。

　

Ｎ
『
史
記
』
秦
始
皇
本
紀
第
六

二
世
曰
、
サ
吾
聞
二
之
韓
子
一。
曰
、
堯
・
舜
采
椽
不
レ
刮
、
茅
茨
不

レ
翦
、
飯
二
土
塯
一、
啜
二
土
形
一。

　

Ｏ
『
史
記
』
太
史
公
自
序
第
七
十

キ
墨
者
亦
尙
二
堯
・
舜
衟
一、
言
二
其
德
行
一。
曰
、
堂
高
三
尺
、
土
階
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三
等
、
茅
茨
不
レ
翦
、
采
椽
不
レ
刮
。
⻝
二
土
簋
一、
啜
二
土
刑
一、
糲

粱
之
⻝
、
藜
霍
之
羹
。
夏
日
葛
衣
、
鼕
日
鹿
裘
。

　

Ｐ
『
漢
書
』
卷
五
十
四　

李
廣
蘇
建
傳
第
二
十
四　

ユ
墨
者
亦
上
二
堯
・
舜
一、
言
二
其
德
行
一。
曰
、
堂
高
三
尺
、
土
階

三
等
、
茅
茨
不
レ
翦
、
棌
椽
不
レ
斲
。［
メ
屋
蓋
曰
レ
茨
。
茅
茨
、

以
レ
茅
覆
レ
屋
也
。
棌
、
柞
木
也
。
茨
音
疾
茲
反
。
棌
音
采
、
又
音

菜
。］
飯
二
土
簋
一、
歠
二
土
刑
一、
䊪
粱
之
⻝
、
藜
藿
之
羹
。
夏
日
葛

衣
、
鼕
日
鹿
裘
。

　

Ｎ
の
『
史
記
』
サ
は
、
Ｍ
の
『
韓
非
子
』
の
取
意
引
用
と
さ
れ
、
堯

の
次
の
王
で
あ
る
舜
の
名
前
も
見
え
る
。
こ
の
Ｎ
で
は
、
Ｍ
に
見
え
る

「
茅
茨
不
レ
翦
、
采
椽
不
レ
斲
」
と
の
語
句
の
順
序
が
逆
で
あ
る
が
、
內

容
は
同
じ
で
、
中
國
古
代
の
圣
人
ら
の
宮
殿
は

素
で
あ
っ
た
こ
と
が

强
調
さ
れ
て
い
る
。
次
い
で
、Ｏ
の
『
史
記
』
キ
は
、そ
の
出
典
が
「
墨

者
」
と
あ
る
よ
う
に
『
墨
子
』
が
出
典
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
、『
墨
子
』

に
お
け
る
こ
の
部
分
は
現
在
散
佚
し
て
い
る
と
さ
れ
る）

11
（

。
こ
こ
で
も
、

墨
子
が
堯
や
舜
と
い
う
圣
人
を
尊
崇
し
、
彼
ら
が
住
ん
だ
宮
殿
は
粗
末

で
あ
っ
た
と
い
う
內
容
を
Ｍ
や
Ｎ
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て

お
き
た
い
。
な
お
、
こ
こ
で
は
、「
茅
茨
不
レ
翦
、
采
椽
不
レ
刮
」
の
句

の
順
序
は
『
韓
非
子
』
に
見
え
る
そ
れ
と
同
じ
順
序
で
あ
る
が
、
そ
の

直
前
に
「
堂
高
三
尺
、
土
階
三
等
」
と
い
う
文
言
が
見
え
る
。
こ
れ
は

宮
殿
で
あ
る
圣
人
の
住
居
の
高
さ
が
三
尺
す
な
わ
ち
一
メ
ー
ト
ル
ほ
ど

で
、
か
つ
、
出
入
り
口
で
あ
る
土
の
階
段
が
三
段
し
か
な
い
と
い
う
意

味
で
あ
り
、
そ
れ
が
極
め
て
小
さ
く
低
い
質
素
な
樣
態
で
あ
る
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
ま
た
、
Ｐ
『
漢
書
』
ユ
は
、
す
ぐ
直
前
の
Ｏ
『
史
記
』

と
ほ
ぼ
同
文
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
た
だ
し
、
メ
の
唐
の
顏
師

古
註
で
は
、「
茅
茨
」
に
つ
い
て
、「
茨
」
は
屋
蓋
で
あ
り
、「
茅
」
で
屋
（
茨
）

を
覆
う
も
の
で
あ
る
と
解
釋
し
て
い
る
。

　

以
上
、
卍
山
の『
鷹
峯
卍
山
和
尙
廣
錄
』と『
韓
非
子
』『
史
記
』『
漢
書
』

な
ど
の
漢
籍
に
お
け
る
「
茅
茨
」、
す
な
わ
ち
「
茅
茨
不
レ
翦
、
采
椽
不

レ
斲
」
と
い
う
文
言
に
つ
い
て
、檢
討
し
た
。
Ｌ
『
鷹
峯
卍
山
和
尙
廣
錄
』

テ
に
見
え
る
「
采
椽
不
レ
削
、
茅
茨
不
レ
剪
」
の
語
句
は
、
Ｎ
『
史
記
』

サ
の
そ
れ
と
一
致
す
る
。
Ｌ
に
見
え
る
卍
山
が
說
法
す
る
禪
堂
が
「
茅

茨
」
の
「
草
庵
」
で
あ
り
、
Ｎ
の
『
史
記
』
を
典
據
と
し
て
い
る
こ
と

が
推
測
で
き
る
。
た
し
か
に
、
前
項
の
Ｊ
の
ケ
で
は
、
實
山
は
「
草
庵
」

の
別
名
を
「
數
奇
屋
」
と
呼
び
、
そ
れ
は
『
史
記
』
お
よ
び
『
漢
書
』

を
典
據
と
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
卍
山
と
實
山
は
、「
草
庵
」

が「
茅
茨
」で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、『
史
記
』と『
漢
書
』に
お
け
る「
采

椽
不
レ
刮
、
茅
茨
不
レ
翦
」
と
い
う
故
事
を
典
據
と
し
、
そ
れ
が
中
國
古

代
の
圣
人
の
住
居
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
た
と
い
え
る
。

　

な
お
、
Ｌ
の
テ
に
見
え
る
卍
山
が
述
べ
る
東
林
寺
の
禪
堂
は
、
日
本
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曹
洞
宗
最
初
の
禪
堂
と
い
う
文
言
が
見
え
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
は
衟
元

の
禪
堂
す
な
わ
ち
「
草
庵
」
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。
こ
の
衟
元
の
「
草

庵
」
に
つ
い
て
、
實
山
も
し
っ
か
り
と
認
識
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

そ
こ
で
着
目
し
た
い
の
は
、『
鷹
峯
卍
山
和
尙
廣
錄
』
お
よ
び
漢
籍
で

確
認
し
た
「
茅
茨
」
が
圣
人
堯
・
舜
の
住
居
と
さ
れ
る
こ
と
が
、
衟
元

の
著
作
で
あ
る
『
永
平
淸
規
』『
正
法
眼
藏
』『
永
平
廣
錄
』
に
も
確
認

で
き
る
こ
と
で
あ
る
。

四　

衟
元
に
お
け
る
「
草
庵
」
の
特
徵   

四
―
一
『
永
平
淸
規
』
に
お
け
る
「
草
庵
」
の
特
徵

　
『
南
方
錄
』
に
お
け
る
「
草
茨
」
と
い
う
言
葉
は
、『
壺
中
爐
談
』
の

中
で
は
、「
茅
茨
」
と
い
う
語
で
表
現
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
こ
の
「
茅

茨
」
の
語
は
、『
鷹
峯
卍
山
和
尙
廣
錄
』
の
一
文
に
見
え
る
「
采
椽
不

レ
削
、茅
茨
不
レ
剪
」の
故
事
に
典
據
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、そ
の
句
は『
史

記
』
を
典
據
と
し
、
曹
洞
宗
東
林
寺
の
禪
堂
す
な
わ
ち
、
衟
元
由
來
の

禪
堂
と
意
義
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
點
を
踏
ま
え
、
さ
ら
に
、

衟
元
の
著
作
『
永
平
淸
規
』
に
お
い
て
も
、「
采
椽
不
レ
削
、茅
茨
不
レ
剪
」

の
故
事
に
ち
な
む
「
茅
茨
」
の
語
彙
が
確
認
で
き
る
。
そ
れ
は
次
の
一

節
の
中
に
見
え
る
。

　

Ｑ
『
永
平
淸
規
』「
知
事
淸
規
」

知
事
等
、
ミ
不
レ
可
下
事
二
豐
屋
一
作
中
高
堂
大
觀
上
例

五
祖
山
法
演
和
尙
示
レ
衆
曰
、
師
翁
初
住
二
楊
岐
山
一。
老
屋
敗
椽
、

僅
蔽
二
風
雨
一。
适
臨
二
鼕
暮
一、
雪
霰
滿
レ
床
、
居
不
レ
遑
レ
處
。（
中
略
）

シ
夫
高
堂
臺
池
之
搆
、
世
閒･

出
世
同
所
レ
誡
也
。
ヱ
尸
子
曰
、

欲
レ
觀
二
黃
帝
之
行
於
合
宮
一、
欲
レ
觀
二
堯
・
舜
之
行
於
總
章
一。

ヒ
黃
帝
明
堂
、
以
レ
草
蓋
レ
之
、
名
曰
二
合
宮
一。
堯
・
舜
之
明
堂
、

以
レ
草
蓋
レ
之
、
名
曰
二
總
章
一。
以
レ
之
知
レ
之
、
モ
古
圣
賢
之
君
、

宮
垣
室
屋
弗
レ
崇
、
茅
茨
之
蓋
不
レ
剪
。
セ
況
乎
佛
祖
之
兒
孫
、
誰

事
二
豐
屋
一、
經
二
營
于
朱
樓
玉
殿
一
者
乎
。
一
生
光
陰
不
レ
⺇
、
莫
二

虛
度
一
矣
。（
以
下
省
略
）

　
『
永
平
淸
規
』
は
、
衟
元
の
著
作
で
叢
林
の
規
榘
と
そ
の
意
義
が
漢

文
體
で
記
述
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、六
編
か
ら
な
る
。
そ
の
六
編
と
は
、

「
典
座
敎
訓
」「
辨
衟
法
」「
赴
粥
飯
法
」「
衆
寮
箴
規
」「
對
大
己
五
夏

闍
梨
法
」「
知
事
淸
規
」
で
あ
る）

11
（

。
右
の
Ｑ
は
そ
の
第
六
編
の
「
知
事

淸
規
」
の
一
節
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
ミ
に｢

豐
屋
を
事
と
し
高
堂
大

觀
を
作
る
可
か
ら
ざ
る
例
」
と
あ
る
よ
う
に
、
豐
屋
（
立
派
な
住
居
）

で
あ
る
高
堂
大
觀
（
高
く
大
き
な
建
物
）
は
建
筑
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と

を
述
べ
る
話
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
確
認
し
た
い
の
は
、
モ
に
「
茅

茨
之
蓋
不
レ
剪
」
の
文
言
が
見
え
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ヱ
の
『
尸
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子）
11
（

』
の
中
で
述
べ
ら
れ
る
黃
帝
の
行
い
を
合
宮
と
い
う
名
稱
の
住
居
に

見
、
ま
た
堯
・
舜
の
行
い
を
總
章
と
い
う
名
稱
の
住
ま
い
に
見
る
と
述

べ
て
い
る
一
文
か
ら
敷
衍
し
た
も
の
と
さ
れ
る
。

　
『
尸
子
』
に
お
け
る
現
行
の
そ
れ
は
『
文
選
』
の
註
か
ら
寀
錄
さ
れ

た）
11
（

こ
と
か
ら
、
こ
の
ヱ
は
、『
文
選
』
卷
三
「
東
京
賦
」
の
李
善
註
か

ら
の
引
用
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
ヒ
の
一
文
に
關
し
て
も
、
同
文
が
こ
の

『
文
選
』
李
善
註
に
確
認
で
き
、
右
で
は
ヱ
の
『
尸
子
』
の
一
文
に
對

し
て
、
さ
ら
に
意
味
を
補
っ
て
い
る）

11
（

。
す
な
わ
ち
、
黃
帝
の
明
堂
（
政

治
を
行
っ
た
殿
堂
）
は
草
で
覆
っ
た
も
の
で
あ
り
、
合
宮
と
名
づ
け
ら
れ

た
。ま
た
堯
・
舜
の
明
堂
も
草
葺
き
で
、そ
れ
を
總
章
と
い
っ
た
と
い
う
。

　

こ
れ
に
對
し
て
、
衟
元
は
モ
で
、
こ
れ
ら
の
圣
人
た
ち
の
殿
堂
で
あ

る
住
居
に
つ
い
て
、「
茅
茨
之
蓋
不
レ
剪
」
と
い
う
文
言
を
用
い
て
、
表

現
し
て
い
る
。
こ
こ
で
確
認
し
た
い
の
は
、
卍
山
の
語
錄
に
見
え
、
か

つ
『
史
記
』
な
ど
に
散
見
で
き
た
「
采
椽
不
レ
削
、
茅
茨
不
レ
剪
」
と
い

う
句
を
こ
こ
で
衟
元
は
用
い
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
衟

元
が
述
べ
る
「
茅
茨
之
蓋
不
レ
剪
」
と
い
う
文
言
は
、
前
節
三
︱
二
に

揭
げ
た
Ｐ
『
漢
書
』
の
ユ
に
「
茅
茨
不
レ
翦
」
と
あ
り
、
メ
の
顏
師
古

註
に
は
「
屋
蓋
曰
レ
茨
。 

茅
茨
、
以
レ
茅
覆
レ
屋
也
」
と
あ
る
。
か
つ
、

そ
れ
を
引
用
し
た
『
文
選
』
の
李
善
註
に
は
同
じ
表
現
が
あ
り
、
說
文

註
に
は
「
茅
茨
、
蓋
屋
也
」
と
も
見
え
る）

11
（

。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、『
永
平
淸
規
』
に
お
い
て
、
衟
元
は
ま
ず
、
ヱ
と

ヒ
の
黃
帝
・
堯
・
舜
と
い
う
圣
人
ら
の
草
葺
き
で
覆
っ
た
質
素
な
空
閒

の
住
居
に
つ
い
て
、『
文
選
』
の
李
善
註
を
典
據
と
し
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
そ
の
上
、
モ
の
「
茅
茨
之
蓋
不
レ
剪
」
の
文
言
も
、
ヱ
と
ヒ

が
『
文
選
』
を
參
照
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
衟
元
は
『
漢
書
』
よ
り
も

む
し
ろ
『
文
選
』
を
參
考
に
し
た
表
現
と
考
え
ら
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
Ｑ
の
內
容
に
は
、
ミ
「
豐
屋
」
や
「
高
堂
大
觀
」

と
い
う
語
が
見
ら
れ
、
一
方
、
モ
で
は
「
茅
茨
」
す
な
わ
ち
「
草
庵
」

の
語
彙
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
セ
に
見
る
よ
う
に
、
衟
元
は
佛
祖

の
子
孫
で
あ
る
も
の
は
、
誰
が
豐
屋
と
い
う
豪
華
な
建
物
す
な
わ
ち
朱

で
塗
ら
れ
た
樓
閣
や
玉
で
餝
ら
れ
た
殿
堂
を
設
計
建
筑
す
る
だ
ろ
う

か
、
と
問
い
か
け
戒
め
て
い
る
。
さ
ら
に
、
シ
で
は
、
世
俗
人
も
出
家

人
も
と
も
に
高
堂
臺
池
す
な
わ
ち
立
派
な
建
物
や
樓
臺
や
池
を
含
む
建

造
物
を
住
居
と
す
べ
き
で
は
な
い
と
戒
め
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
「
豐
屋
」
と
「
草
庵
」
の
對
照
關
係
も
示

さ
れ
、
こ
れ
は
『
南
方
錄
』
の
一
貫
し
た
思
想
で
あ
る
「
書
院
臺
子
の

茶
」
と｢

草
庵
小
座
敷
の
茶
」
の
對
照
關
係
と
相
似
し
て
い
る
。
ま
た
、

こ
の
Ｑ
の
內
容
が
、『
正
法
眼
藏
』「
行
持
」
の
一
節
に
も
敷
衍
さ
れ
て

い
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
Ｑ
で
衟
元
が
黃
帝
・
堯
・
舜
の
三
人
の
圣
人
の

住
居
は
、「
茅
茨
」
の
空
閒
で
あ
る
と
主
張
す
る
點
と
、「
豐
屋
」
と
「
草
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庵
」
の
對
照
關
係
が
確
認
で
き
た
點
に
着
目
し
つ
つ
、
次
に
『
正
法
眼

藏
』
に
お
け
る
「
草
庵
」
に
つ
い
て
檢
討
し
た
い
。

四
―
二
『
正
法
眼
藏
』
に
お
け
る
「
草
庵
」
の
特
徵

　

以
下
に
、
右
の『
永
平
淸
規
』Ｑ
に
該
當
す
る
部
分
を
、『
正
法
眼
藏
』

「
行
持
」
か
ら
拔
粹
す
る
。

　

Ｒ
『
正
法
眼
藏
』「
行
持
」

五
祖
の
法
演
禪
師
い
は
く
、師
翁
は
し
め
て
楊
岐
に
住
せ
し
と
き
、

老
屋
敗
椽
し
て
、
風
雨
の
敝
は
な
は
た
し
、
と
き
に
鼕
暮
な
り
。

殿
堂
こ
と
こ
と
く
舊
損
せ
り
。
そ
の
な
か
に
、
僧
堂
こ
と
に
や
ふ

れ
、
雪
霰
滿
床
居
不
遑
處
な
り
。

（
中
略
）

い
は
ん
や
こ
の
日
本
國
は
、
王
臣
の
宮
殿
、
な
ほ
そ
の
豐
屋
あ
ら

す
。
わ
つ
か
に
お
ろ
そ
か
な
る
白
屋
な
り
。
ａ
出
家
學
衟
の
い
か

て
か
豐
屋
に
幽
棲
す
る
あ
ら
ん
。
も
し
豐
屋
を
え
た
る
は
、
邪
命

に
あ
ら
さ
る
な
し
。
淸
淨
な
る
ま
れ
な
り
。
も
と
よ
り
あ
ら
ん
は

論
に
あ
ら
す
。
は
し
め
て
さ
ら
に
經
營
す
る
こ
と
な
か
れ
。
ｂ
草

菴
白
屋
は
、
古
圣
の
所
住
な
り
。
古
圣
の
所
愛
な
り
。
晚
學
し
た

ひ
參
學
す
へ
し
。
た
か
ゆ
る
こ
と
な
か
れ
。
ｃ
黃
帝
・
堯
・
舜
等

は
、
俗
な
り
と
い
へ
と
も
、
草
屋
に
居
す
。
世
界
の
勝
躅
な
り
。
ｄ

尸
子
に
曰
、
欲
レ
觀
三
黃
帝
之
行
於
二
合
宮
一、
欲
レ
觀
三
堯
・
舜
之
行

於
二
總
章
一、
ｅ
黃
帝
明
堂
、
以
レ
草
蓋
レ
之
、
名
曰
二
合
宮
一。
舜
之

明
堂
、
以
レ
草
蓋
レ
之
、
名
曰
二
總
章
一。
し
る
へ
し
、
ｆ
合
宮
總
章

は
、
と
も
に
草
を
ふ
く
な
り
。
い
ま
黃
帝
・
堯
・
舜
を
も
て
、
わ

れ
ら
に
な
ら
へ
ん
と
す
る
に
、
な
ほ
天
地
の
論
に
あ
ら
す
。
こ
れ

な
ほ
草
蓋
を
明
堂
と
せ
り
。
俗
な
ほ
草
屋
に
居
す
。
ｇ
出
家
人
い

か
て
か
高
堂
大
觀
を
所
居
に
擬
せ
ん
。
慚
愧
す
へ
き
な
り
。
古
人

の
樹
下
に
居
し
、
林
閒
に
す
む
。
在
家
出
家
と
も
に
愛
す
る
所
住

な
り
。（
以
下
省
略
）

　

Ｒ
の
冐
頭
は
、『
永
平
淸
規
』
Ｑ
の
冐
頭
と
同
じ
く
、
衟
元
が
五
祖

法
演）

1（
（

の
說
法
を
引
用
し
て
述
べ
る
話
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
五
祖

法
演
の
師
が
楊
岐
山
で
用
い
た
禪
堂
は
「
老
屋
敗
椽
」
す
な
わ
ち
、
屋

根
が
古
び
て
垂
木
も
朽
ち
て
い
た
。
こ
う
し
た
禪
堂
こ
そ
が
修
行
の
場

で
あ
る
と
い
う
法
演
の
主
張
に
衟
元
も
贊
同
し
て
い
る
。

　

こ
れ
に
對
し
て
、『
永
平
淸
規
』
Ｑ
で
着
目
し
た
二
點
、
す
な
わ
ち

黃
帝
・
堯
・
舜
の
住
居
が

素
な
「
茅
茨
」
の
空
閒
で
あ
る
點
と
、「
豐

屋
」
と
「
草
庵
」
の
對
照
關
係
が
見
ら
れ
る
點
の
二
點
が
こ
こ
で
も
確

認
で
き
、踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、Ｑ
で
三
人
の
圣
人
の
住
居
が
「
茅

茨
」
の
空
閒
で
あ
っ
た
點
は
、
ｂ
・
ｃ
・
ｄ
・
ｅ
・
ｆ
に
對
應
し
よ
う
。

そ
の
中
で
ｄ
・
ｅ
は
、
Ｑ
の
ヱ
・
ヒ
と
全
く
同
文
で
あ
る
。
し
か
し
、
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こ
の
『
正
法
眼
藏
』
の
文
中
に
お
い
て
『
永
平
淸
規
』
で
見
ら
れ
た
「
茅

茨
」
と
い
う
言
葉
は
確
認
で
き
な
い
。

　

そ
こ
で
註
目
し
た
い
の
は
、
ｂ
・ｃ
・
ｆ
で
あ
る
。
そ
れ
ら
に
は
黃
帝
・

堯
・
舜
の
三
人
の
圣
人
の
住
居
が
、「
草
菴
白
屋
」
や
「
草
屋
」
と
い

う
言
葉
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。「
草
菴
白
屋
」
の
「
草
菴
」
は
、
こ
れ

ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
『
南
方
錄
』
の
重
要
な
槪
念
で
あ
り
、
實
山
の

著
作
で
も
頻
繁
に
使
わ
れ
て
い
る
言
葉
で
あ
る
。
ま
た
、「
草
菴
白
屋
」

の
「
白
屋
」
と
い
う
語
は
、
白
い
茅
で
葺
い
た
屋
根
の
粗
末
な
家
を
意

味
す
る
と
さ
れ
る）

11
（

。
こ
れ
は
、
管
見
の
限
り
『
南
方
錄
』
や
實
山
の
著

作
に
確
認
で
き
な
い）

11
（

。
ま
た
、「
草
屋
」
と
い
う
語
も
『
南
方
錄
』
や

實
山
の
著
作
で
は
確
認
で
き
な
い
が
、
ｆ
に
合
宮
總
章
は
草
を
葺
い
た

圣
人
の
殿
堂
で
あ
る
と
見
え
る
こ
と
か
ら
、
衟
元
は
「
草
屋
」
を
「
草

庵
」
と
同
じ
意
味
と
し
て
捉
え
、
言
い
換
え
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

次
に
、「
豐
屋
」
と
「
草
庵
」
の
對
照
關
係
に
つ
い
て
は
、『
正
法
眼
藏
』

Ｒ
に
お
い
て
も
、
そ
の
內
容
全
體
の
中
で
そ
の
對
比
構
造
は
確
認
で
き

る
。
そ
こ
で
檢
討
し
た
い
の
は
、
ま
ず
、
ａ
と
ｇ
か
ら
出
家
人
は
「
豐

屋
」
や
「
高
堂
大
觀
」
に
居
住
し
て
は
な
ら
な
い
と
强
く
主
張
す
る
こ

と
で
あ
る
。
他
方
、
ｃ
と
ｆ
で
は
黃
帝
・
堯
・
舜
の
三
人
は
圣
人
で
あ

り
つ
つ
、
俗
人
で
も
あ
っ
た
が
、
茅
葺
き
屋
根
の

素
な
草
庵
に
居
住

し
た
と
述
べ
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
俗
世
閒
の
中
に
身
を
置
き

な
が
ら
も
、
圣
人
は
「
草
庵
」
に
居
住
し
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

　

以
上
に
よ
っ
て
、『
正
法
眼
藏
』
に
、「
茅
茨
」
と
い
う
言
葉
は
見
え

な
い
が
、「
草
菴
白
屋
」
や
「
草
屋
」
と
い
う
語
は
そ
れ
と
同
義
と
考

え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
さ
ら
に
、「
豐
屋
」
は
出
家
人
の
住
む
所
で

は
な
く
、
世
閒
人
の
住
む
所
す
な
わ
ち
世
閒
的
な
も
の
で
あ
り
、「
草

庵
」
は
俗
世
閒
に
住
み
な
が
ら
も
圣
人
が
居
住
す
る
空
閒
と
し
て
捉
え

ら
れ
、意
義
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
對
照
關
係
は
、『
南
方
錄
』
の
「
書

院
臺
子
」
と
珠
光
・
紹
鷗
・
利
休
の
三
人
の
「
草
庵
」
の
對
照
關
係
と

近
似
し
て
い
る
。

四
―
三
『
永
平
廣
錄
』
に
お
け
る
「
草
庵
」
の
特
徵

　
『
永
平
淸
規
』
と
『
正
法
眼
藏
』
で
は
、
俗
世
閒
に
身
を
置
く
三
人

の
圣
人
の
住
居
が
「
茅
茨
」
の
「
草
庵
」
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
そ
の

「
草
庵
」
は
「
豐
屋
」
と
對
照
關
係
に
あ
る
こ
と
の
二
點
に
つ
い
て
確

認
し
た
。
し
か
し
、『
永
平
淸
規
』
と
『
正
法
眼
藏
』
に
は
、
そ
の
「
草

庵
」
が
『
南
方
錄
』
や
實
山
の
著
作
で
認
め
ら
れ
た
四
方
の
空
閒
で
あ

る
點
に
つ
い
て
、特
に
觸
れ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
次
に
拔
粹
す
る『
永

平
廣
錄
』
に
は
、
そ
の
二
點
と
「
草
庵
」
が
「
四
方
」
で
あ
る
點
の
三

つ
の
特
徵
が
確
認
で
き
る
。　
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Ｓ　

卷
第
五
「
永
平
寺
語
錄
」

上
堂
。
ｈ
佛
祖
家
風
、有
レ
期
必
會
。
黑
漆
生
レ
光
、不
レ
關
二
內
外
一。

又
見
四
山
靑
又
黃
、
ｉ
草
庵
茅
舊
把
レ
新
蓋
。
ｊ
從
他
月
色
臨
レ
窓

染
、
可
レ
惜
三
風
流
代
二
寶
貝
一。

　

Ｔ　

卷
第
六
「
永
平
寺
語
錄
」

上
堂
。
曰
、
ｋ
古
來
學
二
佛
法
一
之
人
、
或
獨
二
居
草
庵
一。
或
共
二

行
精
舍
一。（
以
下
省
略
）

　

Ｕ　

卷
第
十
「
偈
頌
」［
山
居　

十
五
首
］

ｌ
三
閒
茅
屋
既
風
涼
。
鼻
觀
先
參
秋
菊
香
、
鐵
眼
銅
晴
誰
辨
別
、

越
州
九
度
見
二
重
陽
一。

　
『
永
平
廣
錄
』
は
、『
永
平
淸
規
』『
正
法
眼
藏
』
と
同
じ
く
衟
元
の

著
作
で
あ
る
。
衟
元
の
死
後
に
、
弟
子
ら
が
編
纂
し
た
と
さ
れ
、
そ
の

內
容
は
、
上
堂
・
小
參
・
法
語
・
頌
古
・
眞
贊
・
偈
頌
の
十
卷
か
ら
な

る
。
ま
た
、『
普
勸
坐
禪
儀
』『
坐
禪
箴
』
な
ど
の
著
作
を
編
集
し
た
も

の
と
も
い
わ
れ
る
。
な
お
、
こ
の
『
永
平
廣
錄
』
に
も
、
卍
山
は
全
十

卷
の
校
訂
を
し
、
寬
文
十
三
年
（
一
六
七
三
）
に
刋
行
し
て
、
そ
れ
が

現
在
の
流
布
本
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る）

11
（

。

　

Ｓ
の
ｈ
に
「
佛
祖
の
家
風
」
と
あ
る
よ
う
に
、
衟
元
の
家
風
す
な
わ

ち
衟
元
の
敎
え
や
門
風
を
述
べ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
と
り
わ
け
、

ｉ
に
は
「
草
庵
茅
舊
把
レ
新
蓋
」
と
あ
り
、「
草
庵
」
の
茅
葺
き
が
古
く

な
れ
ば
新
し
い
茅
で
葺
き
替
え
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か

ら
も
、
こ
の
「
草
庵
」
は
衟
元
の
禪
堂
で
あ
り
、
そ
れ
は
茅
で
覆
わ
れ

た
「
草
庵
」
で
あ
る
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
ま
た
、
ｊ
は
、
た
と
え
ば

月
の
色
が
窓
に
染
ま
り
輝
く
の
は
風
流
で
あ
っ
て
も
、
寶
貝）

11
（

と
い
う
豪

華
な
も
の
に
置
き
換
え
る
の
は
惜
し
い
こ
と
で
あ
る
と
解
讀
で
き
る
。

こ
れ
は
、『
永
平
淸
規
』
と
『
正
法
眼
藏
』
に
お
け
る
「
豐
屋
」
と
「
草

庵
」
の
對
照
關
係
、お
よ
び
『
南
方
錄
』
に
お
け
る｢

書
院
臺
子
」
と
「
草

庵
」
と
い
う
世
閒
的
な
も
の
と
出
世
閒
的
な
も
の
と
い
う
對
照
關
係
と

近
似
し
て
い
る
と
見
な
せ
よ
う
。

　

Ｔ
の
ｋ
は
、
佛
法
を
學
ぶ
人
は
、「
草
庵
」
で
獨
居
し
、
ま
た
、
精

舍
す
な
わ
ち
僧
堂
で
共
に
修
行
す
る
こ
と
と
解
釋
で
き
る
。
こ
れ
は
、

小
稿
二
節
の
Ｂ
『
南
方
錄
』「
覺
書
」
一
の
ル
「
小
座
敷
の
茶
の
湯
は
、

第
一
佛
法
を
以
て
修
行
得
衟
す
る
事
也
」
の
一
文
と
類
似
し
た
發
想
で

あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
Ｕ
の
ｌ
に
は
「
三
閒
茅
屋
既
風
涼
」
と
見
え
、「
三

閒
の
茅
屋
」
と
い
う
よ
う
に
、
衟
元
の
「
草
庵
」
は
三
閒
四
方
の
空
閒

で
あ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
三
閒
と
は
粗
末
な
家
の
こ
と
を
表
し）

11
（

、

そ
の
廣
さ
は
約
五
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
四
方
の
空
閒
と
さ
れ
る
。こ
の「
三

閒
茅
屋
」
は
、狹
い
四
方
の
空
閒
と
い
う
點
で
、『
南
方
錄
』
の
「
草
庵
」

の
特
徵
で
あ
る
「
四
疊
半
」
や
「
二
疊
」
の
空
閒
に
類
似
し
て
い
る
と

指
摘
で
き
よ
う
。
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本
節
で
は
、『
永
平
廣
錄
』
に
お
け
る
「
草
庵
」
の
特
徵
に
つ
い
て
、

三
つ
の
用
例
を
揭
げ
た
。『
永
平
廣
錄
』
の
中
に
は
、
こ
の
三
例
の
他

に
も
「
草
庵
」
の
語
彙
が
見
ら
れ
る
文
言
が
散
見
さ
れ
る
。
こ
の
三
例

は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
『
南
方
錄
』
お
よ
び
實
山
の
著
作
で
の
「
草

庵
」
に
お
け
る
特
徵
が
集
約
さ
れ
て
い
る
と
確
認
で
き
る
。
す
な
わ

ち
、
一
つ
目
に
「
書
院
臺
子
」
と
「
草
庵
」
の
對
照
關
係
で
あ
る
。

二
つ
目
に
、「
草
庵
」
が
「
茅
」
で
葺
か
れ
た
空
閒
で
あ
る
こ
と
で
あ

る
。
な
お
、
こ
こ
に
は
『
永
平
淸
規
』
や
『
正
法
眼
藏
』
に
見
ら
れ
る

黃
帝
・
堯
・
舜
の
圣
人
に
お
け
る
「
茅
茨
」
の
話
の
記
述
は
見
ら
れ
な

い
が
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
三
つ
目

に
、
こ
の
衟
元
の
茅
葺
き
の
「
草
庵
」
は
、
三
閒
と
い
う
四
方
の
空
閒

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
れ
ら
三
點
の
衟
元
に
お
け
る
「
草
庵
」
の
特
徵
は
、
こ
れ
ま
で
檢

討
し
て
き
た
よ
う
に
、『
南
方
錄
』
す
な
わ
ち
實
山
の
「
草
庵
」
の
特

徵
二
點
と
一
致
し
て
い
る
。
實
山
は
、
衟
元
の
「
草
庵
」
の
思
想
の
影

響
を
確
實
に
受
け
て
い
る
と
指
摘
で
き
よ
う
。　

結　

語

　

以
上
、『
南
方
錄
』
に
お
け
る
茶
の
湯
の
「
草
庵
」
の
特
徵
に
つ
い

て
、
ど
の
よ
う
な
思
想
的
背
景
が
あ
る
の
か
を
考
察
し
た
。
そ
の
方

法
と
し
て
、
ま
ず
、『
南
方
錄
』
の
作
者
で
あ
る
立
花
實
山
を
出
發
點

に
、『
鷹
峯
卍
山
和
尙
廣
錄
』
か
ら
、
實
山
と
そ
の
禪
の
師
で
あ
る
卍

山
衟
白
と
の
關
係
性
を
確
認
し
、
か
つ
、
そ
の
二
人
に
介
在
す
る
衟
元

の
關
係
に
着
目
し
た
。
そ
れ
を
踏
ま
え
、『
南
方
錄
』
に
お
け
る
「
草

庵
」
の
特
徵
と
そ
の
變
遷
に
つ
い
て
、
同
書
「
覺
書
」「
棚
」「
墨
引
」

「
滅
後
」
の
卷
の
冐
頭
部
分
か
ら
槪
觀
し
、
そ
の
上
、『
南
方
錄
』
の
抄

錄
に
お
け
る
「
草
庵
」
の
特
徵
と
そ
の
典
據
を
、
卍
山
の
語
錄
と
漢
籍

な
ど
か
ら
確
認
し
た
。
そ
し
て
、
衟
元
に
お
け
る
「
草
庵
」
の
特
徵
を

『
永
平
淸
規
』『
正
法
眼
藏
』『
永
平
廣
錄
』
か
ら
檢
討
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
考
察
か
ら
、
大
き
く
二
つ
の
點
が
明
ら
か
に
で
き
た
。
ま

ず
一
點
目
は
、實
山
と
卍
山
の
嗣
法
の
背
景
に
衟
元
か
つ
『
正
法
眼
藏
』

が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
師
の
卍
山
か
ら
弟
子
の
實
山
へ
の

佛
法
正
傳
が
、「
大
衣
」
す
な
わ
ち
袈
裟
の
相
傳
を
通
し
て
行
わ
れ
て

い
た
。
と
い
う
の
は
、「
實
山
居
士
製
大
衣
記
」
の
中
で
、
卍
山
が
實

山
に
袈
裟
す
な
わ
ち
大
衣
の
意
義
や
そ
の
相
承
に
つ
い
て
、『
正
法
眼

藏
』「
傳
衣
」
と
「
袈
裟
」
に
見
る
文
言
を
引
用
し
て
、
そ
の
あ
り
方

や
心
得
を
傳
授
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、そ
の
敎
え
の
中
に
は
、

卍
山
が
實
山
に
示
す
「
大
衣
」
と
は
、衟
元
に
お
け
る
護
身
符
で
あ
り
、

そ
れ
が
佛
祖
正
傳
の
袈
裟
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と

か
ら
、
實
山
と
卍
山
の
師
弟
關
係
の
背
景
に
は
衟
元
の
介
在
が
確
認
で
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き
た
。

　

次
に
二
點
目
と
し
て
、『
南
方
錄
』
に
お
け
る
「
草
庵
」
の
背
景
に
、

衟
元
お
よ
び
『
正
法
眼
藏
』
に
お
け
る
「
草
庵
」
の
思
想
が
あ
っ
た
こ

と
を
指
摘
で
き
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、『
南
方
錄
』に
お
け
る「
草

庵
」
の
特
徵
二
點
は
、
衟
元
に
お
け
る
「
草
庵
」
の
特
徵
と
一
致
し
て

い
る
。
以
下
に
そ
の
二
點
を
整
理
し
た
い
。

　

①
『
南
方
錄
』
の
茶
の
湯
に
お
け
る
「
書
院
臺
子
」（
世
閒
的
な
も

の
）
と
「
草
庵
」（
出
世
閒
的
な
も
の
）
の
對
照
關
係
が
、『
永
平
淸
規
』

お
よ
び
『
正
法
眼
藏
』
に
お
け
る
「
豐
屋
」（
世
閒
的
な
人
が
住
む
と
こ

ろ
）
と
「
草
庵
」（
出
家
人
が
住
む
と
こ
ろ
）
の
對
照
關
係
と
類
似
し
て
い

る
點
で
あ
る
。『
南
方
錄
』
は
、
一
貫
し
て
舶
來
の
豪
華
な
唐
物
に
よ

る
「
書
院
臺
子
の
茶
」
で
は
な
く
、
質
朴
な
和
物
に
よ
る
「
草
庵
小
座

敷
の
茶
」
を
主
張
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、『
南
方
錄
』
が
衟
元
に
お
け

る
立
派
な
建
物
の
「
豐
屋
」
と
、
そ
れ
と
對
照
的
な

素
で
か
つ
圣
人

の
住
居
で
あ
る
「
草
庵
」
を
重
視
す
る
思
想
に
影
響
を
受
け
て
い
る
と

い
え
よ
う
。

　

②
『
南
方
錄
』
に
見
え
る
利
休
の
二
疊
四
方
の
「
草
茨
」
の
茶
室

は
、
實
山
『
壺
中
爐
談
』
で
は
「
茅
茨
」
と
言
い
換
え
ら
れ
、
そ
れ
は

漢
籍
に
お
け
る
「
茅
茨
」
の
思
想
に
由
來
し
て
い
る
點
で
あ
る
。
卍
山

の
愽
多
東
林
寺
の
「
茅
茨
」
の
禪
堂
は
『
史
記
』
を
典
據
と
し
、
衟
元

『
永
平
淸
規
』
に
見
え
る
圣
人
の
宮
殿
は
「
茅
茨
之
蓋
不
レ
剪
」
と
い
う

文
言
で
表
現
さ
れ
、
衟
元
が
『
文
選
』
を
參
照
し
て
い
た
こ
と
が
確
認

で
き
た
。
ま
た
、『
正
法
眼
藏
』
で
は
、
圣
人
の
住
居
が
「
茅
茨
」
と

い
う
語
彙
は
見
ら
れ
な
い
も
の
の
、「
草
庵
白
屋
」
や
「
草
屋
」
と
い

う
言
葉
に
言
い
換
え
ら
れ
て
い
た
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
衟
元
・
卍
山
・
實
山
は
い
ず
れ
も
、「
茅
茨
」

は
圣
人
の
住
居
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
を
踏
ま
え
共
有
し
て
い
る
こ
と

が
確
認
で
き
た
。
か
つ
、『
南
方
錄
』
に
お
い
て
茶
の
湯
の
空
閒
を
四

疊
半
お
よ
び
二
疊
の
四
方
と
し
て
い
る
點
は
、『
永
平
廣
錄
』
に
お
い

て
「
草
庵
」
を
「
三
閒
茅
屋
」
の
狹
い
空
閒
と
し
て
い
る
點
で
一
致
し

て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。『
南
方
錄
』
の
「
草
庵
」
は
、
漢
籍
に

お
け
る
「
茅
茨
」
の
思
想
を
踏
ま
え
つ
つ
、
大
部
分
は
衟
元
、
と
く
に

『
正
法
眼
藏
』
の
「
草
庵
」
の
解
釋
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。

　

小
稿
で
は
、『
南
方
錄
』
に
お
け
る
「
草
庵
」
の
思
想
が
、
衟
元
『
正

法
眼
藏
』
に
典
據
が
あ
る
こ
と
を
提
示
す
る
の
み
に
と
ど
ま
っ
て
い

る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ま
で
の
利
休
硏
究
で
は
、
利
休
は
し
ば
し
ば

「
茶
圣
」（
茶
の
湯
に
お
け
る
圣
人
）
と
稱
さ
れ
る）

11
（

。
こ
こ
で
は
『
南
方

錄
』
に
お
い
て
珠
光
・
紹
鷗
・
利
休
の
三
人
が
、
黃
帝
・
堯
・
舜
の
三

人
に
な
ぞ
ら
え
て
、「
圣
人
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
ど
う
か
に
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庵
『
喫
茶
送
迎
記
』
付
錄
に
一
か
所
だ
け
見
え
る
こ
と
を
補
足
し
て
い

る
。

（
２
）　

西
山
松
之
助
は
、『
近
世
藝
衟
論
』（『
日
本
思
想
大
系
』
六
一
、
岩

波
書
店
、
一
九
七
二
・
一
）
の
『
南
方
錄
』
序
說
に
お
い
て
、『
南
方

錄
』
を
僞
書
と
認
め
つ
つ
も
、
禪
的
色
綵
の
濃
い
利
休
の
茶
衟
思
想
を

傳
え
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
多
く
、
立
花
實
山
に
よ
っ
て
元
祿
時
代
に
手
を

加
え
ら
れ
た
書
で
あ
る
と
し
て
も
、
江
戶
時
代
の
茶
衟
思
想
の
到
逹
點

を
知
る
重
要
な
茶
書
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。

（
３
）　
『
南
方
錄
』
の
評
價
の
歷
史
は
、
二
分
さ
れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、

『
南
方
錄
』
を
千
利
休
の
書
で
は
な
く
、
利
休
の
思
想
を
傳
え
る
書
で

は
な
い
と
す
る
否
定
的
な
評
價
と
、『
南
方
錄
』
を
千
利
休
の
書
で
は

な
い
と
認
め
つ
つ
も
、
利
休
の
茶
の
湯
の
思
想
を
傳
え
て
い
る
價
値
の

あ
る
書
と
す
る
肯
定
的
な
評
價
で
あ
る
。
前
者
の
硏
究
者
に
は
、
小

宮
豐
隆
や
堀
口
舍
己
、
桑
田
忠

が
い
る
（
廣
田
吉
崇
「
近
現
代
に

お
け
る
『
南
方
錄
』
の
影
響
力
―
風
爐
濃
茶
「
一
杓
の
水
」
の
「
茶
の

新
古
說
」
を
め
ぐ
っ
て
―
」、『
鶴
山
論
叢
』
第
十
一
號
、
二
○
一
一
・

三
）。
こ
れ
に
對
し
て
、
後
者
に
は
、
西
山
松
之
助
が
お
り
、
そ
れ
を

受
け
繼
い
だ
の
が
熊
倉
功
夫
で
あ
る
。
な
お
、
前
揭
註（
２
）の
西
山
の

指
摘
以
後
、
ま
ず
熊
倉
（「『
南
方
錄
』
成
立
と
そ
の
背
景
」、『
茶
湯
』

第
十
一
號
、
思
文
閣
出
版
、
一
九
七
六
・
六
）
は
、『
南
方
錄
』
の
卷

「
會
」
を
つ
く
っ
た
の
は
立
花
實
山
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。
次
い
で
、

戶
田
勝
久
（『
南
方
錄
』、
敎
育
社
、
一
九
八
一
・
七
）
は
、
立
花
實
山

を
『
南
方
錄
』
の
編
者
と
し
て
位
置
づ
け
た
。
ま
た
、
筒
井
紘
一
（『
茶

つ
い
て
は
踏
み
込
ん
で
は
い
な
い
。
利
休
が
「
茶
圣
」
と
し
て
扱
わ
れ

て
い
る
こ
と
を
考
え
る
上
で
、
今
後
檢
討
を
試
み
て
い
き
た
い
。

［
使
用
テ
ク
ス
ト
］
主
に
以
下
に
依
據
し
つ
つ
、
适
宜
、
句
讀
點
・
讀
み
等
を

私
に
改
め
た
。

『
韓
非
子
』＝
新
釋
漢
文
大
系
。『
史
記
』『
漢
書
』＝
中
華
書
局
版
。『
永
平
淸
規
』

『
正
法
眼
藏
』『
永
平
廣
錄
』＝
衟
元
禪
師
全
集
。『
鷹
峯
卍
山
和
尙
廣
錄
』＝
曹

洞
宗
全
書
。『
南
方
錄
』＝
日
本
思
想
大
系
。『
喫
茶
又
錄
』＝
禪
茶
錄
。『
壺
中

爐
談
』＝
茶
衟
古
典
全
集
。

註（
１
）　

芳
賀
幸
四
郞
「
茶
禪
一
味
」（『
大
德
寺
と
茶
衟
』
淡
交
社
、
一
九
七

二
・
五
、『
わ
び
茶
の
硏
究
』
淡
交
社
、
一
九
七
八
・
二
）
の
指
摘
以

來
、
茶
禪
一
味
の
思
想
の
初
出
は
、
室
町
後
期
の
妙
心
寺
二
十
五
世
大

林
宗
休
（
一
四
六
八
～
一
五
四
九
）
著
『
見
桃
錄
』
に
見
え
る
「
茶

二
禪
味
一
可　

能
避
二
俗
塵
一
來
」
に
由
來
す
る
も
の
と
さ
れ
る
。
な
お
、

神
津
朝
夫
「「
茶
禪
一
味
」
說
の
再
檢
討
」（『
禪
か
ら
み
た
日
本
中
世

の
文
化
と
社
會
』、
ぺ
り
か
ん
社
、
二
○
一
六
・
七
）
に
よ
れ
ば
、「
茶

禪
一
味
」
と
い
う
語
の
成
立
は
意
外
に
新
し
い
と
い
う
。
神
津
は
「
茶

禪
一
味
」
と
い
う
四
字
熟
語
の
初
出
に
つ
い
て
、
大
日
本
茶
衟
學
會
を

創
設
し
た
田
中
仙
樵
（
一
八
七
五
～
一
九
六
○
）
が
、
自
身
の
造
語
で

あ
る
と
主
張
し
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
、
但
書
に
、
幕
末
の
渡
邊
又
日
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實
山
と
卍
山
の
交
流
に
つ
い
て
、
實
山
が
京
都
鷹
峯
の
源
光
庵
に
卍
山

を
數
囘
訪
ね
た
と
い
う
話
が
記
さ
れ
て
い
る
。

（
12
）　
『
大
法
輪
』
第
76
卷
第
５
號
（
二
○
○
九
・
五
）
三
四
頁
。

（
13
）　
『

字
艸
』
卷
一
「
末
の
松
山
」
八
月
二
十
八
日
（
衟
元
祥
月
命
日
）

の
日
記
。
龍
淵
環
州
『
禪
茶
祿
』（
茶
衟
南
方
流
南
方
會
、
一
九
七
一
・

一
一
）
五
二
頁
。

（
14
）　

鏡
島
元
隆
「
衟
元
の
思
想
」（
講
座
衟
元
第
１
卷
『
衟
元
の
生
涯
と

思
想
』、
春
秋
社
、
一
九
七
九
・
一
一
）
一
四
頁
。

（
15
）　

前
揭
註（
10
）參
照
。

（
16
）　

卍
山
の
弟
子
三
州
白
龍
が
編
纂
し
た
『
卍
山
和
尙
東
林
後
錄
』
卷
上

に
も
ほ
ぼ
同
文
が
見
ら
れ
る
。

（
17
）　
「
東
林
語
錄
」
硏
究
會
『
卍
山
衟
白
禪
師　

東
林
語
錄　

譯
註
』（
汲

古
書
院
、
二
○
一
四
・
一
一
）
で
は
、「
夫
れ
佛
衣
多
品
に
し
て
」
と

訓
讀
し
て
い
る
。

（
18
）　

中
略
し
た
直
前
の
部
分
に
、「
堂
中
安
二
觀
音
大
士
靈
像
一
」
と
あ
る
。

（
19
）　
『
正
法
眼
藏
』「
袈
裟
功
德
」
で
は
、
袈
裟
と
四
句
の
偈
の
關
係
が
以

下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
お
ほ
よ
そ
袈
裟
は
、
佛
弟
子
の
幖

幟
な
り
。
も
し
袈
裟
を
受
持
し
を
は
り
な
は
、
每
日
に
頂
戴
し
た
て
ま

つ
る
へ
し
。
頂
上
に
安
し
て
。
合
掌
し
て
こ
の
偈
を
誦
す
。
大
哉
解
脫

服
、
無
相
福
田
衣
、
披
奉
如
來
敎
、
廣
度
諸
衆
生
、
し
か
う
し
て
の
ち

著
す
へ
し
。
袈
裟
に
お
き
て
は
、
師
想
塔
想
を
な
す
へ
し
。
浣
衣
頂
戴

の
と
き
も
、
こ
の
偈
を
誦
す
る
な
り
」。
な
お
、
こ
の
偈
の
典
據
と
な
っ

た
偈
は
、
衟
宣
『
四
分
律
刪
繁
補
闕
行
事
鈔
』
の
「
大
哉
解
脫
服
、
無

書
の
硏
究　

數
寄
風
流
の
成
立
と
展
開
』、
淡
交
社
、
二
○
○
三
・
九
）

も
、『
南
方
錄
』
を
實
山
の
創
作
で
あ
る
と
推
測
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、

神
津
朝
夫
（『
千
利
休
の
「
わ
び
」
と
は
な
に
か
』、
角
川
書
店
、
二
○

○
五
・
七
）
は
、『
南
方
錄
』
に
つ
い
て
、「
す
べ
て
實
山
の
創
作
で
あ

る
と
確
信
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
４
）　

實
山
は
儒
學
・
和
歌
・
漢
詩
・
書
・
畫
・
茶
な
ど
に
秀
で
た
敎
養
人

で
あ
り
、
か
つ
、
禪
僧
と
し
て
の
顏
も
持
っ
た
人
物
で
あ
っ
た
。
福
岡

藩
主
三
代
黑
田
光
之
（
一
六
二
八
～
一
七
○
七
）
に
四
十
五
年
に
わ

た
っ
て
仕
え
た
が
、
光
之
の
死
後
、
四
代
綱
政
か
ら
罪
狀
が
不
明
な
ま

ま
幽
閉
さ
れ
た
。

（
５
）　

熊
倉
功
夫
『
現
代
語
譯　

南
方
錄
』（
中
央
公
論
社
、
二
○
○
九
・

七
）
一
頁
・
八
六
三
頁
。

（
６
）　

前
揭
註（
５
）同
前
。

（
７
）　

前
揭
註（
３
）、
前
揭
註（
５
）八
七
〇
～
八
八
八
頁
參
照
。

（
８
）　

前
揭
註（
５
）一
六
頁
「
臺
子
」
の
項
參
照
。

（
９
）　

前
揭
註（
５
）一
六
頁
「
草
」
の
項
、
一
七
頁
「
小
座
敷
」
の
項
、
二

二
七
頁
「
解
說
」
の
項
參
照
。

（
10
）　

江
戶
中
期
に
衟
元
の
敎
え
に
歸
る
と
い
う
「
宗
統
復
古
運
動
」
を
展

開
し
、『
正
法
眼
藏
』
の
再
編
・
開
版
を
行
っ
た
。
鏡
島
元
隆
「
卍
山
」

（『
衟
元
思
想
の
あ
ゆ
み
』
３
「
江
戶
時
代
」、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九

三
・
七
）
四
○
○
頁
。

（
11
）　

實
山
は
福
岡
愽
多
に
曹
洞
宗
東
林
寺
を
開
基
す
る
に
あ
た
っ
て
、
卍

山
を
初
代
住
職
に
迎
え
て
開
山
と
し
た
。
ま
た
、『

字
艸
』
に
は
、
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相
福
田
衣
、
披
奉
如
戒
行
、
廣
度
諸
衆
生
」
で
あ
る
。（［
大
正
四
○
―

一
五
○
中
］）。

（
20
）　

前
揭
註（
５
）一
七
頁
。

（
21
）　

熊
倉
功
夫
『
南
方
錄
を
讀
む
』（
淡
交
社
、
一
九
八
三
・
一
二
）
一

一
～
一
二
頁
。
な
お
、
そ
れ
よ
り
以
前
に
古
田
紹
欽
（『
草
庵
茶
室
の

美
學　

茶
と
禪
の
つ
な
が
り
』、
雪
華
社
、
一
九
六
七
・
三
、
淡
交
社
、

一
九
九
○
・
八
）
は
、
ル
の
一
文
に
つ
い
て
、「
禪
の
精
神
こ
そ
が
茶

の
湯
の
精
神
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
22
）　

茶
の
湯
の
格
式
の
高
い
點
前
に
用
い
る
棚
の
こ
と
。「
眞
塗
り
」
す

な
わ
ち
黑
漆
塗
り
の
長
方
形
の
天
板
と
地
板
を
伴
っ
た
四
本
柱
か
ら
な

る
比
較
的
大
き
な
棚
。
櫻
本
香
織
「
徑
山
寺
傳
來
說
の
背
景
―
茶
の
湯

の
「
起
源
」
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
多
元
文
化
』
第
八
號
、
二
○
一
九
・

二
）
で
、
臺
子
の
意
義
に
つ
い
て
論
じ
た
。

（
23
）　

神
津
は
、
紹
鷗
を
利
休
の
師
と
す
る
初
出
は
、『
千
利
休
由
緖
書
』

（
一
六
五
三
）
で
あ
り
、『
南
方
錄
』
に
お
い
て
そ
れ
が
北
向
衟
陳
お
よ

び
紹
鷗
に
な
り
、
實
山
の
頃
に
そ
の
紹
鷗
說
が
定
着
し
た
と
指
摘
す
る
。

そ
れ
は
、
茶
圣
と
し
て
利
休
が
偶
像
化
さ
れ
て
い
く
時
代
に
な
っ
て
か

ら
形
成
さ
れ
た
と
も
述
べ
て
い
る
。
な
お
、
神
津
は
利
休
の
本
當
の
師

に
つ
い
て
、『
山
上
宗
二
記
』
に
お
け
る
「
小
壺
大
事
」
と
い
う
祕
傳

を
相
傳
す
る
記
述
か
ら
、
京
都
の
茶
人
辻
玄
哉
で
あ
る
と
分
析
し
て
い

る
。
神
津
朝
夫
『
千
利
休
の
「
わ
び
」
と
は
な
に
か
』（
角
川
學
藝
出

版
、
二
○
○
五
・
七
）
六
一
～
六
頁
。

（
24
）　

前
揭
註（
５
）二
二
七
頁
。

（
25
）　

熊
倉
は
、
こ
の
話
か
ら
「
こ
の
卷
を
墨
引
と
よ
ぶ
の
で
あ
る
」
と

言
っ
て
い
る
。
前
揭
註（
５
）六
四
六
頁
。

（
26
）　
「
滅
後
」
と
は
、
利
休
沒
後
の
意
味
で
あ
り
、
利
休
の
死
後
に
筆
記

者
が
ま
と
め
た
話
と
さ
れ
る
。
前
揭
註（
５
）六
四
九
頁
參
照
。

（
27
）　

前
揭
註（
５
）六
五
七
頁
。

（
28
）　

格
式
の
高
い
家
柄
、名
家
の
こ
と
。

（
29
）　

宋
の
衟
誠
の
編
著
。
佛
典
中
に
散
見
す
る
名
目
や
故
實
を
註
釋
し
て

い
る
。

（
30
）　
『
喫
茶
又
錄
』
に
は
「
高
僧
傳
」
と
あ
る
が
、
實
際
に
は
唐
、
衟
世

『
法
苑
珠
林
』
卷
二
十
九
［
大
正
五
三
～
五
〇
一
頁
下
］
に
ウ
と
對
應

す
る
一
文
が
確
認
で
き
る
。

（
31
）　

圓
覺
寺
本
『
禪
茶
錄
』
に
は
「
草
茨
」
と
あ
る
。

（
32
）　
『
東
林
語
錄
』
卷
上
「
小
參
」
に
も
、
Ｌ
と
ほ
ぼ
同
文
が
あ
る
。
な

お
、
小
參
と
は
、
家
訓
・
家
敎
と
も
い
い
、
方
丈
で
學
人
が
住
持
よ
り

親
し
く
法
を
受
け
る
こ
と
を
い
う
。『
禪
學
大
辭
典
』（
大
修
館
書
店
、

一
九
七
八
・
六
）「
小
參
」
の
項
參
照
。

（
33
）　
「
東
林
語
錄
」
硏
究
會
『
卍
山
衟
白
禪
師　

東
林
語
錄　

譯
註
』（
汲

古
書
院
、
二
○
一
四
・
一
一
）
一
八
頁
の
註
に
、「『
韓
非
子
』「
五
蠧

篇
」」
と
指
摘
さ
れ
る
。

（
34
）　

他
に
『
後
漢
書
』
卷
二
十
七
・
卷
八
十
下
・
卷
八
十
三
や
『
文
選
』

卷
三
李
善
註
に
も
、『
墨
子
』
や
『
韓
非
子
』
を
出
典
と
す
る
「
茅
茨

不
レ
翦
、
采
椽
不
レ
斲
」
の
文
言
に
ま
つ
わ
る
用
例
が
見
え
る
。

（
35
）　
『
史
記
一
（
本
紀
）』（『
新
釋
漢
文
大
系
』
38  

明
治
書
院
、
一
九
七
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（
44
）　

鏡
島
元
隆
譯
註
「
衟
元
和
尙
廣
錄
」（
原
文
對
照
現
代
語
譯
・
衟
元

禪
師
全
集
⑬
『
永
平
廣
錄
４
・
永
平
語
錄
』、
春
秋
社
、
二
○
○
○
・

六
）
二
三
七
～
二
三
八
頁
。

（
45
）　

鏡
島
は
、「
寶
貝
」
を
「
世
閒
の
珍
寶
に
た
と
え
」
た
も
の
と
補
註

し
て
い
る
。
ま
た
、
ｊ
の
句
に
つ
い
て
「
こ
の
風
流
を
解
さ
な
い
で
、

世
閒
の
利
養
に
心
を
奪
わ
れ
る
の
は
惜
し
み
て
も
餘
り
あ
る
」
と
現
代

語
譯
を
し
て
い
る
。
鏡
島
元
隆
譯
註
「
衟
元
和
尙
廣
錄
」（
原
文
對
照

現
代
語
譯
・
衟
元
禪
師
全
集
⑩
『
永
平
廣
錄
１
』、
春
秋
社
、
一
九
九

九
・
一
○
）
一
一
七
頁
・
二
三
○
頁
。

（
46
）　

平
安
中
期
の
、菅
原
衟
眞
『
菅
家
後
集
』（
九
〇
三
）
の
「
詠
二
樂
天

北
窓
三
友
詩
一
」
と
題
す
る
詩
に
は
、「
古
詩
何
處
閑
抄
出
、
官
舍
三
閒

白
茅
茨
」
と
あ
り
、
三
閒
が
白
い
茅
茨
の
空
閒
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

（
47
）　

前
揭
註（
23
）參
照
。

　
〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
南
方
錄
、
草
庵
、
立
花
實
山
、
卍
山
衟
白
、
正
法
眼
藏

三
・
二
）
一
三
頁
の
語
釋
の
項
に
は
、「
古
く
は
『
墨
子
』
に
も
同
樣

の
文
が
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
か
」
と
あ
る
。
前
揭
書（
34
）參
照
。

（
36
）　

小
坂
⺇
融
「
永
平
淸
規
」（
講
座
衟
元
第
３
卷
『
衟
元
の
著
作
』、
春

秋
社
、
一
九
八
〇
・
一
一
）
一
三
五
～
一
三
六
頁
。

（
37
）　
『
尸
子
』
と
は
、
中
國
戰
國
時
代
の
尸
校
の
著
作
で
、
二
十
篇
あ
っ

た
と
さ
れ
る
が
南
宋
時
代
に
散
佚
し
た
。
淸
代
に
諸
書
に
引
用
さ
れ
た

佚
文
を
集
め
て
輯
佚
書
を
作
っ
て
、
現
在
上
下
二
篇
の
二
卷
本
が
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
下
卷
に
は
『
文
選
』「
東
京
賦
」
の
註
か
ら
收
錄
し
た
こ

と
が
記
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
。『
永
平
淸
規
』
補
註
（
原
文
對
照
現

代
語
譯
・
衟
元
禪
師
全
集
⑮
『
淸
規
・
戒
法
・
嗣
書
』、
春
秋
社
、
二

○
一
三
・
七
）「
尸
子
」
の
項
參
照
。

（
38
）　

前
揭
註（
37
）參
照
。

（
39
）　

ヱ
お
よ
び
ヒ
は
、『
文
選
』
卷
三
「
東
京
賦
」
李
善
註
か
ら
の
引
用

と
さ
れ
る
。

（
40
）　

前
揭
註（
39
）參
照
。

（
41
）　

臨
濟
宗
楊
岐
派
の
人
。（
？
～
一
一
○
四
）
圓
照
宗
本
や
浮
山
法
遠
、

お
よ
び
白
雲
守
端
に
法
を
嗣
い
だ
。
な
お
、
五
祖
弘
忍
に
ち
な
む
五
祖

山
に
住
し
て
い
た
の
で
五
祖
と
稱
す
。

（
42
）　
『
太
平
御
覽
』
卷
八
十
に
、「
尸
子
曰
、
人
之
言
下
君
二
天
下
一
者
上、
瑤

臺
九
累
、
而
堯
白
屋
、
黼
衣
九
種
、
而
堯
大
布
、
宮
中
三
市
、
而
堯
鶉

居
、
珍
羞
百
種
、
而
堯
糲
飯
菜
粥
、
騏
麟
靑
龍
、
而
堯
素
車
駒
」
と
あ

る
。

（
43
）　

實
山
は
「
白
屋
」
を
意
圖
的
に
使
用
し
な
か
っ
た
か
。




